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Ⅰ

大
黒
屋
の
概
要

１

店
舗
と
事
業
内
容
、
２

経
営
規
模
・
資
産
・
信
用
度

Ⅱ

別
家
へ
の
経
営
委
任

１

別
家
の
役
割
の
変
化
、
２

勤
番
の
制
度

３

勤
番
の
質
の
維
持

Ⅲ

明
治
期
の
勤
番

１

勤
番
就
任
ま
で
、
２

明
治
期
の
京
都
勤
番
・
東
京
勤
番

Ⅳ

店
内
重
要
行
事
に
お
け
る
勤
番
の
役
割

１

経
営
関
連
の
職
務
、
２

店
内
重
要
行
事
「
勘
定
」

Ⅴ

重
役
の
推
移
│
大
正
後
期

１

大
正
後
期
の
職
階
、
２

勤
番
か
ら
重
役
へ

３

取
締
役
へ
の
就
任

Ⅵ

友
岡
・
三
大
寺
に
よ
る
経
営
体
制
の
構
築

１

社
内
に
お
け
る
両
家
の
地
位
、
２

別
家
に
よ
る
出
資

３

大
三
㈱
へ
の
社
名
変
更

お
わ
り
に

は

じ

め

に

近
世
商
家
に
お
い
て
店
制
の
中
心
を
な
し
た
別
家
制
度
は
、
一
定
の
奉
公
期
間
を

勤
め
上
げ
た
奉
公
人
が
別
家
を
許
さ
れ
、
自
分
家
業
を
営
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
商
家
大
店
で
は
経
営
規
模
の
拡
大
や
業
務
の
多
様
化
・
複
雑
化
に

伴
っ
て
店
舗
の
管
理
・
監
督
者
が
必
要
と
な
り
、
別
家
後
の
進
路
は
勤
務
を
継
続
し

て
主
家
の
店
舗
の
管
理
・
監
督
業
務
に
就
く
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
別
家
へ
の
経
営
委
任
が
進
み
、
別
家
制
度
は
、「
主
家
の
経
営
幹
部

を
輩
出
す
る
シ
ス
テ
ム
と
い
う
性
１格

」
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
る
。

別
家
へ
の
経
営
委
任
は
商
家
の
近
代
化
の
過
程
で
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
例
え

ば
、
明
治
以
降
も
別
家
制
度
を
維
持
し
続
け
た
近
江
系
繊
維
企
業
の
西
川
で
は
、
大

正
後
期
〜
昭
和
初
期
に
別
家
は
、「
長
年
勤
続
の
重
役
な
い
し
役
付
き
店
員
と
い
う

性
２格

」
に
変
化
し
、
稲
西
で
は
、
大
正
一
〇
年
に
「
高
級
店
員
」
と
い
う
通
勤
を
許

可
さ
れ
た
別
家
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
制
度
の
導
入
は
、「
名
実
と
も
に
別
家

制
度
の
重
役
制
度
へ
の
移
３行

」
を
意
味
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
別
家
の
ポ
ス

ト
は
、
実
質
的
に
重
役
の
ポ
ス

４ト
」
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
大
黒
屋
杉
浦
三
郎
兵
衛
家
は
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
創

業
の
呉
服
太
物
小
間
物
類
を
取
扱
っ
た
商
家
で
あ
る
。
大
黒
屋
は
大
正
一
二
（
一
九

二
三
）
年
に
株
式
会
社
杉
浦
商
店
に
改
組
し
、
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
に
は
大

杉
浦
大
黒
屋
に
お
け
る
経
営
幹
部
の
系
譜

│
│
別
家
へ
の
経
営
委
任

江
戸
か
ら
平
成
│
│

植

田

知

子

１（ 976 ）



三
株
式
会
社
へ
と
社
名
変
更
す
る
が
、
そ
の
事
業
は
業
種
に
変
更
は
あ
る
も
の
の
、

現
在
も
大
黒
屋
の
別
家
の
後
裔
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
５る

。

大
黒
屋
で
は
初
代
の
頃
か
ら
別
家
制
度
が
と
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
四
代
の
頃

に
は
別
家
へ
の
経
営
委
任
が
勤
番
の
制
度
と
し
て
確
立
す
る
。
勤
番
は
役
名
で
あ
る

と
同
時
に
、
大
黒
屋
の
経
営
幹
部
を
意
味
し
た
。
勤
番
の
制
度
は
明
治
以
降
も
維
持

さ
れ
る
が
、
大
正
中
頃
に
別
家
制
度
が
一
部
改
変
さ
れ
て
勤
番
の
役
名
は
な
く
な

る
。
か
わ
っ
て
経
営
幹
部
に
は
支
配
・
支
店
長
・
副
支
配
・
副
支
店
長
な
ど
の
役
名

が
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
重
役
と
総
称
さ
れ
６た

。
そ
し
て
、
大
正
一
二
年
一
二
月
の

㈱
杉
浦
商
店
へ
の
改
組
時
に
は
、
別
家
の
経
営
幹
部
三
名
が
取
締
役
に
就
任
し
７た

。

本
稿
は
、
大
黒
屋
か
ら
㈱
杉
浦
商
店
、
そ
し
て
大
三
㈱
に
至
る
同
社
の
経
営
幹
部

に
焦
点
を
当
て
、
別
家
へ
の
経
営
委
任
が
近
代
へ
ど
の
よ
う
に
接
合
し
、
同
社
の
経

営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と

す
る
。

な
お
、
本
稿
の
基
礎
史
料
と
し
て
は
、
江
戸
期
〜
明
治
初
期
の
部
分
は
『
杉
浦
家

歴
代
日
記
』（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
。
本
文
お
よ
び
注
で
は
「
日
記
」（
府

資
）
と
略
記
）、
明
治
初
期
〜
大
正
初
期
の
部
分
は
杉
浦
三
郎
兵
衛
著
『
日
記
』（
同

志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
。
本
文
お
よ
び
注
で
は
「
日
記
」（
同
経
）
と
略
記
）
を

用
い
た
。
両
日
記
と
も
部
分
的
に
欠
落
し
て
い
る
時
期
が
あ
る
た
め
、
欠
落
部
分
は

「
杉
浦
家
文
書
」（
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）
の
中
に
含
ま
れ
る
日
記

の
仮
記
お
よ
び
、「
竹
下
氏
旧
蔵
京
都
関
係
文
書
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
、

館
古
５
３
０
）
の
う
ち
、
杉
浦
家
関
連
の
日
記
類
を
利
用
し
て
補
足
し
た
。
た
だ

し
、
補
足
が
不
可
能
な
時
期
も
あ
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

Ⅰ

大
黒
屋
の
概
要

１

店
舗
と
事
業
内
容

ま
ず
、
大
黒
屋
の
店
舗
と
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
江
戸
期
か
ら
現
在
ま
で
の
変
遷

を
述
べ
て
お
こ
う
。

寛
文
三
年
創
業
の
大
黒
屋
は
京
店
を
本
店
か
つ
仕
入
店
と
し
、
江
戸
石
町
店
を
販

売
店
と
し
て
成
長
・
発
展
し
た
。
そ
し
て
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
に
は
江
戸
本
所

店
、
幕
末
期
に
岐
阜
店
と
大
坂
店
を
開
店
し
、
あ
わ
せ
て
五
店
舗
を
有
す
る
大
店
で

あ
っ
た
。

明
治
期
に
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
岐
阜
店
、
同
九
（
一
八
七
六
）
年
に
東

京
本
所
店
、
同
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
頃
に
大
阪
店
を
閉
店
し
、
そ
の
後
は
京
都
店

を
本
店
、
東
京
店
（
旧
、
江
戸
石
町
店
）
を
支
店
と
す
る
二
店
舗
体
制
が
と
ら
れ

た
。大

正
期
に
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
頃
に
杉
浦
商
店
と
商
号
を
変
更
８し

、
同
九

（
一
九
二
〇
）
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
財
界
混
乱
期
に
際
し
て
は
、
販
売
制
度

を
現
金
販
売
に
一
転
し
て
経
営
形
態
を
益
々
堅
実
な
も
の
と
し
９た

。
同
一
一
（
一
九

二
二
）
年
八
月
、
東
京
店
に
近
接
す
る
柏
原
洋
紙
店
の
旧
綿
布
店
跡
を
借
用
し
て
地

下
一
階
（
一
部
）
地
上
三
階
（
将
来
四
階
）
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
店
舗
の
建
築
に

着
手
し
、
翌
一
二
（
一
九
二
三
）
年
八
月
に
は
外
観
が
完
成
す
る
が
九
月
の
関
東
大

か
ね

震
災
で
崩
壊
す
１０る
。
そ
の
た
め
、「
予
て
計
画
中
の
法
人
組
織
を
急
遽
実
現
１１し
」、
同

年
一
二
月
に
株
式
会
社
杉
浦
商
店
（
資
本
金：

弐
拾
萬
円
（
払
込
済
）
一
株
五
拾

杉浦大黒屋における経営幹部の系譜（植田） （ 975 ）２



円
、
目
的：

内
外
織
物
服
装
品
委
託
販
売
加
１２工
）

に
改
組
し
て
、
東
京
支
店
を
本
店
、
京
都
本
店
を

出
張
所
（
支
店
）
に
改
め
た
。

昭
和
期
に
入
る
と
㈱
杉
浦
商
店
と
は
別
に
、
昭

和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
一
〇
月
、「
土
地
建
物

売
買
賃
貸
、
食
料
品
製
造
日
用
品
雑
貸
販
１３売
」
を

目
的
と
す
る
株
式
会
社
大
三
洋
行
（
資
本
金
一
九

万
五
千
円
）
を
設
立
す
る
。
こ
れ
は
中
国
南
京
市

に
事
業
所
を
お
い
て
清
涼
飲
料
水
・
製
氷
の
製
造

販
売
を
行
っ
た
も
の
で
、
新
事
業
の
た
め
経
営
は

不
振
で
あ
っ
た
が
南
京
工
場
は
第
二
次
大
戦
の
終

わ
り
ま
で
存
続
し
１４た
。

同
一
九
（
一
九
四
四
）
年
六
月
に
は
㈱
杉
浦
商

店
の
社
名
を
大
三
株
式
会
社
に
変
更
し
、
京
都
出

張
所
を
廃
止
。
そ
の
後
、
同
二
五
年
一
二
月
に
五

百
万
円
、
同
二
六
年
四
月
に
二
千
万
円
、
同
三
八

年
一
一
月
に
五
千
百
万
円
に
増
資
し
た
。
同
四
五

（
一
九
七
〇
）
年
に
は
日
本
橋
本
町
の
土
地
と
建

物
を
売
却
し
、
中
央
区
大
伝
馬
町
に
本
社
社
屋
を

新
築
、
別
に
日
本
橋
に
地
上
一
〇
階
建
て
の
オ
フ

ィ
ス
ビ
ル
を
建
設
し
不
動
産
賃
貸
業
の
併
営
を
始

め
１５る
。
そ
し
て
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
か

第 1表 杉浦三郎兵衛の資産・商内高・信用度（東京店）

時期 姓名 職業 店舗又は
住所所在地 取調年月 正味身代 商内高

或ハ収入
取引先信用
の程度

明治
32年

西京
杉浦三郎兵衛

支店
呉服木綿 日本橋本石町

四ノ二三 32.6
K

（20万～25万円）
本支店 G

（50万～75万円） Ba

37年
京都
杉浦三郎兵衛

支店
同上 同上 35.10

J
（25万～30万円）

支 F
（75万～100万円） Ba

44年
京都市
杉浦三郎兵衛

支店
同上 同上 44.6

Ⅹ
（未詳）

F
（75万～100万円） Ba

注：取引先信用の程度は高い方から、Aa（最多）、Ba（多）、Ca（普通）、Da（少）、Ea（無）、Fa（取引
停止）に分類されている。

出所：『明治大正期商工信用録』第Ⅰ期第 1巻（明治 33年）・第 2巻（明治 37年）、第 3巻（明治 44
年）、2011年、クロスカルチャー出版。

第 2表 杉浦三郎兵衛の資産・営業状況・信用度

時期 職業 住所 調査年月 正味身代 信用程度

明治 42年 呉服太物卸 下京区三條柳馬場東入 42.10
ろ

（75万円以上～100万円未満） 以

44年 同上 同上 44.8 ろ（同上） 以
45年 同上 同上 45.5 ろ（同上） 以
大正 4年 呉服太物仕入 同上 4.2 ろ（同上） 以

7年 同上 同上 7.8
H

（75万円以上～100万円未満） A

10年 同上 同上 9.8 G（100万円以上） Aa

14年 同上 同上 14.4 G（同上） Aa

注：信用程度は、明治 42・44・45・大正 4年については高い方から「以」最厚・「路」厚・「者」普通
・「尓」薄・「保」無の 5つに分類されている。大正 7・10・14年については、高い方から Aa・A・
B・C・D・E・F に分類されている。

出所：『明治大正期商工資産信用録』第Ⅰ期第 9巻（大正 7年）、第 11巻（大正 10年）、第 13巻（大正
14年）、2009年、クロスカルチャー出版。
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ら
は
併
営
し
て
い
た
織
物
卸
売
業
を
止
め
、
不
動
産
賃
貸
専
業
に
一
本
化
１６し
、
現
在

に
至
っ
て
い
る
。

２

経
営
規
模
・
資
産
・
信
用
度

大
黒
屋
に
は
経
営
帳
簿
の
類
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
経
営
規
模
を
数
字

で
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
程
度
の
商
家
で
あ
っ
た
か
は
長
者

番
付
な
ど
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
宮
本
又
郎
教
授
は
、
文
久
四
年

（
一
八
六
四
）〜
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
連
続
し
て
長
者
番
付
に
記
載
さ
れ
た

商
家
の
一
つ
に
大
黒
屋
杉
浦
三
郎
兵
衛
を
挙
げ
て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
開

港
・
明
治
維
新
（
一
八
六
八
）・
松
方
デ
フ
レ
期
（
一
八
八
一
〜
）・
明
治
一
〇
年
代

末
か
ら
の
企
業
勃
興
期
・
明
治
三
七
〜
三
八
（
一
九
〇
四
〜
五
）
年
の
日
露
戦
争
前

の
工
業
化
の
時
期
、
こ
の
五
つ
の
時
期
を
乗
り
越
え
た
老
舗
の
一
つ
に
数
え
て
お
ら

れ
１７る
。

ま
た
、
明
治
末
年
〜
大
正
期
に
関
し
て
は
、
第
１
表
と
第
２
表
に
杉
浦
三
郎
兵
衛

の
資
産
・
商
内
高
・
信
用
度
な
ど
を
示
し
た
。

Ⅱ

別
家
へ
の
経
営
委
任

１

別
家
の
役
割
の
変
化

ま
ず
、
大
黒
屋
の
別
家
制
１８度
が
い
つ
頃
か
ら
採
ら
れ
、
そ
し
て
、
本
家
大
黒
屋
の

別
家
に
期
待
す
る
役
割
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ

う
。

大
黒
屋
の
別
家
制
度
は
、
初
代
内
海
清
兵
衛
義
清
（
法
名
、
道
照
。
元
禄
一
一

（
一
六
九
八
）
年
没
。
以
下
、
当
主
の
名
は
江
戸
期
に
限
り
初
出
以
外
は
法
名
を
使

用
す
る
）
の
頃
か
ら
と
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
頃
に
別
家
と
な
っ
た
者
の
別

家
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
江
戸
期
の
商
家
奉
公

人
は
、
一
定
の
年
季
奉
公
を
終
え
た
後
に
別
家
と
な
り
、
つ
ま
り
暖
簾
分
け
を
許
さ

れ
て
自
分
家
業
を
営
む
こ
と
を
目
標
と
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
大
黒
屋
の
奉
公
人
も

別
家
後
の
独
立
開
業
を
目
指
し
て
奉
公
に
あ
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
次
（
法
名
、
道
有
。
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
没
）
の
も

と
か
ら
は
、
一
七
〇
〇
年
代
初
頭
に
別
家
大
黒
屋
饗
庭
又
兵
１９衛
と
分
家
大
黒
屋
坂
江

吉
右
衛
２０門
が
で
て
お
り
、
両
名
と
も
江
戸
で
独
立
開
業
し
て
成
功
し
た
。
両
者
は
そ

の
経
営
規
模
と
明
治
以
降
も
事
業
を
存
続
し
た
継
続
性
の
点
で
、
大
黒
屋
の
別
家
の

家
業
経
営
者
の
中
で
は
卓
越
し
た
存
在
で
あ
る
。
二
代
道
有
の
も
と
か
ら
彼
ら
の
よ

う
な
有
力
別
家
・
分
家
が
出
た
一
因
と
し
て
、
本
家
大
黒
屋
に
起
こ
っ
た
相
続
問
題

の
影
響
が
指
摘
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
初
代
道
照
か
ら
二
代
目
へ
の
相
続
は
、
は

じ
め
道
照
が
後
継
ぎ
と
頼
ん
だ
人
物
が
商
売
を
嫌
っ
て
家
を
出
た
た
め
、
結
局
、
道

照
の
親
戚
筋
に
あ
た
る
坂
江
家
か
ら
四
男
の
三
郎
兵
衛
（＝

後
の
二
代
道
有
）
を
迎

え
て
大
黒
屋
の
身
代
と
商
い
を
継
が
せ
る
こ
と
に
な
２１る
。
し
か
も
、
二
代
道
有
は
初

代
の
身
代
を
無
傷
で
受
け
継
い
だ
と
は
言
い
難
い
状
２２況
に
あ
り
、
商
い
に
一
入
奮
起

し
た
。
こ
の
点
は
二
代
道
有
が
の
ち
に
、「
杉
浦
家
中
興
の
２３祖
」
と
称
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
当
時
の
背
景
か
ら
、
饗
庭
又
兵
衛
と
坂
江

吉
右
衛
門
の
独
立
開
業
は
二
代
道
有
が
両
者
と
協
業
体
制
を
と
ろ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
と
見
ら
れ
、
要
す
る
に
こ
の
時
期
の
別
家
・
分
家
に
は
、
本
家
大
黒
屋
の
発

杉浦大黒屋における経営幹部の系譜（植田） （ 973 ）４



展
の
一
翼
を
担
う
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
し
の
り

三
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
軌
（
法
名
、
宗
夕
。
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
没
）
は
、

杉
浦
家
の
家
則
で
あ
る
「
定
２４目
」（
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
）
を
制
定
し
、
杉

浦
一
族
お
よ
び
大
黒
屋
奉
公
人
の
物
故
者
を
祀
る
墓
碑
の
建
２５立
（
寛
保
元
（
一
七
四

一
）
年
）
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
三
代
宗
夕
は
奉
公
人
の
中
か
ら
人
を
選
ん
で
分
家

杉
浦
次
郎
右
衛
門
家
を
創
設
し
た
。
こ
の
杉
浦
次
郎
右
衛
門
家
は
商
い
を
一
切
行
わ

ず
、
本
家
当
主
の
補
佐
役
と
し
て
本
家
と
大
黒
屋
の
統
轄
管
理
に
徹
し
て
お
り
、
大

黒
屋
の
経
営
の
進
展
に
伴
っ
て
別
家
や
分
家
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
変
化
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
三
代
宗
夕
の
事
蹟
は
、
こ
の
頃
を
も
っ
て
大
黒
屋
杉
浦
家
の
商
家
と
し

て
の
基
礎
固
め
が
完
了
し
た
時
期
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
大
黒
屋
の
店
制
も

こ
の
頃
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
し
た
か

四
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
喬
（
法
名
、
宗
仲
。
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
没
）
は
、

天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
三
代
宗
夕
に

よ
る
「
定
目
」
を
一
部
改
定
し
て
「
家
内

之
２６定
」
と
「
家
業
之
２７定
」
を
記
し
た
。
四

代
の
頃
に
な
る
と
、
日
記
類
や
残
存
史
２８料

か
ら
別
家
制
度
の
中
身
が
見
え
て
く
る
。

第
１
図
は
天
明
〜
天
保
期
頃
の
職
階
と
昇

進
の
目
安
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
幼
少

奉
公
人
、
い
わ
ゆ
る
丁
稚
は
大
黒
屋
で
は

小
者
（
あ
る
い
は
子
供
）
と
呼
ば
れ
、
元

服
を
済
ま
せ
た
者
は
若
手
と
呼
ば
れ
た
。

手
代
の
う
ち
店
内
最
上
位
の
者
を
支
配
役
（
一
名
）
と
し
、
そ
の
補
佐
役
と
し
て
支

配
加
役
（
一
名
）
を
お
い
た
。
昇
進
は
「
登
２９り
」
の
制
度
を
軸
に
、
初
登
・
二
度
登

・
三
度
登
が
行
わ
れ
、
支
配
役
は
退
役
登
を
済
ま
せ
る
と
別
家
と
な
っ
た
。
四
代
の

頃
に
は
、
支
配
役
の
退
役
者
に
は
別
家
後
も
勤
務
を
継
続
さ
せ
て
、
各
店
舗
の
管
理

・
監
督
業
務
に
就
か
せ
る
勤
番
の
制
度
が
と
ら
れ
た
。

２

勤
番
の
制
度

勤
番
の
制
度
は
四�

代�

の�

頃�

に
と
ら
れ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
残
存
史
料
の
中
で

勤
番
の
役
名
を
確
認
で
き
る
の
が
四
代
宗
仲
の
代
の
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
文

書
３０で
あ
る
た
め
で
、
上
述
の
よ
う
に
店
制
が
整
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
三
代
の
時
期

に
制
度
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
四
代
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
不

明
の
た
め
、
こ
こ
で
は
四
代
以
降
を
中
心
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
勤
番
の
制
度
が
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
た
か
、
そ
の
点
を
見
て
み
よ
う
。

大
黒
屋
四
代
以
降
に
別
家
を
許
さ
れ
た
の
は
、
支
配
役
の
退
役
者
と
古
参
の
手
代

で
あ
っ
３１た
。
両
者
の
違
い
は
別
家
後
の
進
路
に
明
ら
か
で
、
支
配
役
退
役
者
が
別
家

後
も
勤
番
と
し
て
勤
務
を
継
続
し
た
の
に
対
し
、
古
参
の
手
代
は
別
家
を
許
さ
れ
た

後
は
自
分
家
業
を
営
み
、
勤
番
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
二

種
類
の
別
家
が
四
代
以
降
ど
の
程
度
の
割
合
で
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
〜
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
の
間
│
こ
れ
は
大
黒
屋
四

代
の
後
半
〜
九
代
の
初
頭
の
時
期
に
あ
た
る
ー
に
存
在
が
確
認
で
き
た
大
黒
屋
の
別

家
総
数
九
３２一
家
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
家
と
な
っ
た
経
緯
を
調
べ
て
み
る
と
、

支
配
役
退
役
者
が
五
八
名
（
六
三
・
七
％
）、
古
参
の
手
代
が
一
名
（
一
・
一
％
）、

第 1図 天明～天保期の職階

（住居） （職階） （昇進の目安）
宿持ち 勤番 別家

住込み 手

代

支配役

支配加役

40才頃 退役登
↑

35才頃 三度登
29才頃 二度登
20才頃 初登

若手 16才頃 元服
小者 11、2才頃 入店
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経
緯
不
詳
が
二
八
名
（
三
〇
・
八
％
）、
そ
の
３３他
が
四
名
（
四
・
四
％
）
で
あ
っ
３４た
。

「
経
緯
不
詳
」
に
分
類
し
た
者
は
、
別
家
を
許
さ
れ
た
の
が
天
明
二
年
以
前
、
も
し

く
は
「
日
記
」（
府
資
）
の
欠
落
時
期
に
あ
た
る
た
め
、
別
家
と
な
っ
た
経
緯
が
把

握
で
き
な
い
者
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
大
黒
屋
で
は
少
な
く
と
も
四
代
以
降
、

支
配
役
退
役
者
に
対
し
て
勤
番
へ
の
就
任
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。勤

番
を
義
務
付
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
、
円
滑
に

運
用
す
る
た
め
の
調
整
が
行
な
わ
れ
た
。
特
に
重
視
さ
れ
た
の
が
人
材
の
安
定
的
確

保
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
支
配
役
退
役
者
の
中
に
は
別
家
後
の
独
立
開
業

に
強
い
意
欲
を
も
つ
者
や
、
家
業
経
営
者
の
子
弟
で
家
業
の
補
助
・
継
承
を
期
待
さ

れ
た
者
な
ど
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
親
が
家
業
経
営
者
の
場
合
、
こ
れ
を

見
越
し
て
手
代
の
段
階
で
子
弟
を
「
相
続
暇
」
な
ど
の
理
由
で
退
店
さ
せ
る
者
も
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
奉
公
人
が
頻
出
す
れ
ば
、
店
側
と
し
て
は
将
来

店
舗
の
管
理
・
監
督
業
務
に
就
か
せ
る
は
ず
の
優
秀
な
奉
公
人
を
失
う
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
そ
こ
で
設
け
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
が
別
家
の
初
代
格
・
二
代
目
格
の

格
付
け
で
あ
３５る
。
こ
れ
は
親
が
大
黒
屋
の
別
家
で
は
な
い
、
つ
ま
り
支
配
役
を
退
役

し
て
新
た
に
別
家
と
な
っ
た
別
家
初
代
（
初
代
格
）
の
者
に
は
勤
番
の
就
任
を
義
務

付
け
る
が
、
親
が
す
で
に
大
黒
屋
の
別
家
で
あ
る
者
（
二
代
目
格
）
に
対
し
て
は
、

希
望
す
れ
ば
一
定
期
間
奉
公
し
た
後
、
手
代
の
段
階
で
中
途
退
店
し
て
家
業
に
就
く

こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
勤
番
の
職
務
内
容
は
制
度
の
定
着
と
と
も
に
徐
々
に
明
確
化
し
て
い
っ
た

が
、
そ
れ
は
多
種
多
様
で
職
務
領
域
も
広
範
に
わ
た
っ
た
。
特
に
本
店
で
あ
る
京
店

詰
め
の
京
勤
番
筆
頭
に
は
、
大
黒
屋
の
家
業
全
体
の
統
括
者
、
加
え
て
杉
浦
家
の
家

宰
と
も
い
う
べ
き
権
限
や
責
任
が
委
ね
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
勤
番
に
は
経
営
実
務
だ

け
で
な
く
諸
問
題
に
対
す
る
的
確
な
判
断
力
、
処
理
能
力
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
う

し
た
能
力
は
一
朝
一
夕
に
身
に
付
く
も
の
で
は
な
い
。
場
数
を
踏
ん
で
勤
番
そ
れ
ぞ

れ
が
識
見
や
技
量
を
高
め
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
当
然
店
側
に
も
そ
の
認
識
は
あ

り
、
そ
の
た
め
の
工
夫
が
規
定
や
慣
例
の
形
で
存
在
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
検
３６証

か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
主
な
も
の
を
次
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

３

勤
番
の
質
の
維
持

第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
経
験
を
重
視
し
た
勤
番
の
登
用
方
針
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
大
黒
屋
で
は
規
定
の
昇
進
経
路
を
経
て
店
内
最
高
位
の
支

配
役
に
就
任
し
、
そ
れ
を
退
役
し
て
別
家
と
な
っ
た
者
の
み
を
勤
番
に
任
じ
た
。
こ

の
勤
番
登
用
の
方
法
は
、
重
代
別
家
の
子
弟
に
も
例
外
な
く
適
用
さ
れ
た
。
勤
番
の

中
に
は
父
子
と
も
に
勤
番
を
務
め
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
そ
れ

ぞ
れ
が
規
定
の
昇
進
経
路
を
経
て
別
家
と
な
っ
た
も
の
で
、
世
襲
制
が
と
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
公
平
か
つ
経
験
重
視
を
旨
と
し
た
大
黒
屋
の
勤
番
登
用
の
方

針
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
支
配
役
に
就
く
に
は
長
年
の
精
勤
と
そ
れ
相
応
の
能
力

や
努
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
、
経
験
重
視
の
姿
勢
は
能
力
主
義
と
言
い
換
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

第
二
は
、
勤
番
を
そ
の
職
に
専
務
さ
せ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

勤
番
の
役
割
は
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ
た
管
理
能
力
と
豊
富
な
実
務
経
験
を
現
場
で

発
揮
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
職
務
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
商
い
の
み
な
ら
ず
杉
浦
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家
家
内
や
大
黒
屋
一
統
、
そ
し
て
町
内
・
仲
間
の
事
情
に
も
精
通
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
、
そ
の
職
３７責
も
非
常
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
大
黒
屋
で
は
、
勤
番
在

職
中
は
自
分
家
業
の
経
営
を
一
切
禁
じ
勤
番
の
職
務
に
専
念
さ
せ
た
。

第
三
に
勤
番
の
在
職
年
３８数
の
長
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

勤
番
が
何
歳
く
ら
い
で
そ
の
職
に
就
い
た
か
を
見
て
み
る
と
、
大
黒
屋
で
は
支
配

役
の
退
役
年
齢
が
江
戸
後
期
は
四
〇
歳
頃
、
幕
末
期
は
三
二
〜
四
歳
頃
、
明
治
初
期

は
二
六
〜
八
歳
頃
と
徐
々
に
若
年
３９化
し
て
お
り
、
勤
番
の
就
任
年
齢
も
こ
れ
に
従
っ

て
若
年
化
し
て
い
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
勤
番
の
年
齢
構
成
で
、
江
戸
後
期
の
京
勤

番
三
名
を
例
に
と
る
と
、
支
配
役
退
役
直
後
の
四
〇
代
、
勤
番
と
し
て
の
経
験
を
積

ん
だ
五
〇
代
、
そ
し
て
管
理
業
務
に
熟
達
し
、
大
黒
屋
や
杉
浦
家
の
内
部
事
情
に
精

通
し
て
人
格
的
に
も
陶
冶
し
た
五
〇
代
後
半
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勤
番
間
に
適

度
な
年
齢
差
を
設
け
て
熟
練
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
と
も
に
、
次
代
を
見
据
え
て

長
期
的
視
野
に
立
っ
た
経
営
幹
部
の
育
成
が
目
指
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
年
齢
構
成
を
保
つ
に
は
長
期
間
勤
番
の
役
に
留
ま
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
結
果

と
し
て
在
職
年
数
は
長
く
な
り
年
齢
も
高
く
な
る
。
病
気
な
ど
の
特
別
な
理
由
が
な

い
限
り
、
勤
番
は
生
涯
そ
の
職
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
４０い
。

第
四
は
大
黒
屋
の
別
家
全
体
に
も
関
わ
る
が
、
本
家
に
よ
る
家
産
と
相
続
人
の
管

理
が
行
な
わ
れ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

は
じ
め
に
、
江
戸
期
の
大
黒
屋
に
お
い
て
別
家
か
ら
本
家
に
差
出
さ
れ
た
「
遺

４１書
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
遺
書
」
は
別
家
当
主
の
死
後
、
資

産
を
本
家
へ
返
納
す
る
こ
と
と
、
継
嗣
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
相
続
や
家
族
の
行
く

末
は
す
べ
て
本
家
の
意
向
に
従
う
旨
を
書
面
に
認
め
て
本
家
へ
差
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
本
家
に
よ
る
別
家
の
家
産
と
相
続
人
の
管
理
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

一
点
目
の
資
産
の
本
家
返
納
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
大
黒
屋
の
当
主
自
身
に
、

店
舗
や
資
産
は
先
代
か
ら
の
「
預
り
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
無
傷
で
次
代
へ
引
き

継
ぐ
こ
と
が
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
役
目
と
す
る
心
構
え
が
あ
っ
た
。
別
家
の
資
産
を

本
家
に
返
納
す
る
と
い
う
行
為
も
、
同
様
の
自
覚
を
別
家
に
も
植
え
付
け
よ
う
と
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
識
が
別
家
各
自
に
醸
成
さ
れ
れ
ば
、
不
正
な
取
引

や
投
機
的
な
商
い
に
よ
る
多
大
な
損
失
の
発
生
、
あ
る
い
は
浪
費
に
よ
る
資
産
の
費

消
を
予
防
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
精
励
恪
勤
し
て
「
預
り
物
」
を
増
や
せ
ば
、
そ
れ

は
別
家
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
に
繋
が
っ
た
。
こ
の
心
構
え
は
一
見
、
別
家
の
家

業
経
営
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
家
業
を
営
ま
な
い
勤
番
に
は
無
関
係
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
後
述
す
る
別
家
の
相
続
方
法
、
│
血
縁
関
係
の
な
い
他
人

に
よ
る
相
続
│
が
増
え
て
い
っ
た
実
情
を
考
慮
す
る
と
、
右
の
心
構
え
は
広
く
別
家

全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
点
目
の
別
家
の
相
続
に
関
し
て
は
、
本
家
が
認
め
た
別
家
の
実
子
、
あ
る
い
は

養
子
に
よ
っ
て
相
続
が
行
な
わ
れ
、
適
当
な
跡
継
ぎ
が
い
な
い
場
合
は
他
の
別
家
の

子
弟
を
入
家
さ
せ
る
な
ど
し
て
別
家
の
家
格
を
重
ん
じ
る
対
応
が
と
ら
れ
た
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
別
家
の
相
続
に
血�

統�

で
は
な
く
家�

名�

重
視
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
相
続
方
法
は
勤
番
家
の
相
続
に
も
影
響
を
与
え
た
。

大
黒
屋
で
は
忠
勤
を
励
ん
だ
勤
番
の
家
名
は
そ
の
勤
功
を
称
え
る
意
味
で
も
存
続

が
望
ま
れ
た
が
、
実
際
に
は
継
嗣
の
早
世
や
幼
少
の
た
め
相
続
に
困
難
を
来
す
場
合

が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
勤
番
の
家
名
は
支
配
役
を
退
役
し
た
新
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立
別
家
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
勤
番
の
家
名
は
新
進
の
勤
番
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
重
な
る
と
数
代
に
わ
た
っ
て
勤
番
を
務
め
る
、

い
わ
ば
「
勤
番
の
家
」
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
。「
勤
番
の
家
」
を
相
続
す
る
こ

と
を
新
立
別
家
が
拒
否
し
た
事
例
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
名
誉
と
考
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
勤
番
の
家
」
が
、
内
面
的
に
は
血
縁
関
係
の
な
い

他
人
が
家
名
を
相
続
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
外
面
的
に
は
勤
番
を
務
め
る

重
代
別
家
と
し
て
家
格
が
高
ま
り
、
別
家
衆
の
中
で
も
有
力
別
家
と
し
て
発
言
力
や

影
響
力
を
増
し
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
相
続
方
法
は
、
上
述
し
た
別
家
の
家
産

管
理
の
点
で
も
な
ん
ら
か
の
意
味
を
も
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
勤
番
の
家

産
が
新
立
別
家
に
ど
の
よ
う
に
相
続
さ
れ
た
の
か
が
わ
か
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見

当
た
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
右
に
あ
げ
た
本
家
に
よ
る
家
産
と
相
続
人
管
理
の
方
法

は
、
勤
番
に
と
っ
て
、
主
家
へ
の
忠
節
を
尽
く
し
職
務
へ
の
精
励
を
促
す
一
つ
の
動

機
付
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
で
は
、
具
体
的
に
明
治
期
の
勤
番
を
取
り
上
げ
て
、
江
戸
期
の
勤
番
の
制
度
が

明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
す
る
。

Ⅲ

明
治
期
の
勤
番

１

勤
番
就
任
ま
で

大
黒
屋
で
は
明
治
期
も
別
家
制
度
が
維
持
さ
れ
、
勤
番
の
制
度
も
続
け
ら
れ
た
。

よ
っ
て
、
支
配
役
を
退
役
し
て
別
家
を
許
さ
れ
た
者
の
ほ
と
ん
ど
は
別
家
後
も
勤
務

を
継
続
し
た
が
、
自
分
家
業
の
道
に
進
ん
だ
者
も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
な

お
、
明
治
中
後
期
に
は
通
勤
別
家
と
し
て
勤
番
以
外
の
職
務
に
携
わ
る
者
が
出
て
く

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。
で
は
、
明
治
期
の
支
配
役

退
役
か
ら
勤
番
に
就
任
す
る
ま
で
の
流
れ
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

支
配
役
（
明
治
一
五
年
以
降
、
番
頭
、
の
ち
店
頭
と
改
４２称
）
は
退
役
が
決
ま
る

と
、
江
戸
期
と
同
様
に
「
退
役
登
」
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
店
主
か
ら
家
業
元
手

金
目
録
・
暖
簾
料
・
風
呂
敷
料
が
贈
与
さ
れ
、
同
時
に
以
後
三
年
間
（
実
質
二
年
）

准
勤
番
と
し
て
勤
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
申
渡
さ
れ
た
。
准
勤
番
の
期
間
を
満
了
す

る
と
「
宿
這
入
り
」
と
な
り
、
店
外
に
住
居
を
定
め
て
妻
帯
し
、
改
め
て
勤
番
と
し

て
勤
務
す
る
こ
と
が
申
付
け
ら
れ
た
。
明
治
初
期
に
は
こ
れ
ら
の
段
取
り
に
多
少
の

個
人
差
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
明
治
中
期
頃
に
は
ほ
ぼ
右
の
仕
方
に
落
ち
着
く
。
こ

れ
ら
一
連
の
行
事
は
支
配
役
か
ら
番
頭
・
店
頭
と
改
称
さ
れ
た
後
も
従
前
通
り
行
な

わ
れ
、
処
遇
に
も
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
勤
番
は
経
験
年
数
に
よ
り
准
勤

番
、
勤
番
に
分
け
ら
れ
、
最
も
老
練
な
一
名
を
勤
番
頭
（
あ
る
い
は
勤
番
筆
頭
）
と

す
る
格
付
４３け
が
行
な
わ
れ
た
。

第
３
表
は
、
明
治
期
の
京
都
勤
番
と
東
京
勤
番
の
名
前
を
五
年
毎
に
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
姓
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
入
店
時
の
「
日
記
」
が
欠
落
し
て
お
り

姓
が
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
家
に
は
大
黒
屋
の
屋
号
が
許
さ
れ
た

の
で
、
文
書
類
に
は
屋
号
と
名
前
の
組
合
せ
│
│
例
え
ば
、「
大
四
郎
兵
衛
」│
│
で

記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
よ
っ
て
、
以
下
の
勤
番
の
紹
介
に
も
念
の
た
め
、

「
別
家
（
大
黒
屋
）
福
原
四
郎
兵
衛
」
と
記
し
た
。
な
お
、
整
理
の
都
合
上
、
勤
番

に
は
１
〜
１７
ま
で
の
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
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２

明
治
期
の
京
都
勤
番
・
東
京
勤
番

《
京
都
勤
番
（
整
理
番
号
１
〜
７
）》

明
治
期
の
京
都
店
に
は
常
時
三
名
の
勤
番
が
置
か
れ
た
。
勤
務
形
態
は
通
年
勤
務

で
、
准
勤
番
の
間
は
店
内
に
居
住
し
て
業
務
に
携
わ
り
、「
宿
這
入
り
」
を
済
ま
せ

て
勤
番
と
な
る
と
、
京
都
市
中
に
居
４４住
し
て
京
都
店
へ
日
勤
し
た
。
表
中
に
四
名
の

時
期
が
あ
る
の
は
、
長
年
勤
番
を
務
め
て
「
勝
手
４５勤
」
を
許
さ
れ
た
者
、
│
│
福
原

四
郎
兵
衛
や
楠
田
久
兵
衛
が
該
当
│
│
も
、
そ
れ
ま
で
同
様
に
勤
番
の
役
儀
を
務
め

た
た
め
で
あ
る
。
明
治
期
に
は
第
３
表
に
示
し
た
計
七
名
が
京
都
勤
番
を
務
め
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
や
経
歴
を
以
下
に
説
明
す
る
。
な
お
、
江
戸
期
に
関
し
て
は

京
店
・
江
戸
店
、
京
勤
番
・
江
戸
勤
番
と
記
し
た
。

１：

別
家
（
大
黒
屋
）
福
原
四
郎
兵
衛
は
大
黒
屋
の
重
代
別
家
の
一
人
で
、
明
治
期

に
勤
番
を
務
め
た
四
郎
兵
衛
は
三
代
目
に
あ
た
る
。
初
代
四
郎
兵
衛
は
寛
政
八
（
一

七
九
六
）
年
〜
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
ま
で
九
年
間
京
勤
番
を
務
め
、
在
職
中
に

死
亡
し
た
。
初
代
四
郎
兵
衛
に
は
三
人
の
女
子
が
あ
っ
た
が
い
ず
れ
も
幼
少
で
あ
っ

た
た
め
、
大
黒
屋
江
戸
店
の
元
奉
公
４６人
を
入
夫
さ
せ
て
四
郎
兵
衛
名
跡
を
継
が
せ
た

（
二
代
目
）。
三
代
目
は
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
京
店
支
配
役
を
退
役
し
別
家
と
な

っ
た
佐
兵
衛
に
、
同
四
（
一
八
五
一
）
年
四
郎
兵
衛
家
を
相
続
さ
せ
、
名
を
改
め
て

三
代
目
四
郎
兵
衛
と
し
た
。
三
代
目
四
郎
兵
衛
は
京
勤
番
（
明
治
期
に
は
京
都
勤

番
）
を
長
年
務
め
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
は
「
勝
手
勤
」
と
な
り
、
同
一

七
年
（
一
八
八
四
）
に
勤
番
勤
続
の
功
に
よ
り
賞
４７を
受
け
て
い
る
。
同
二
四
年
、
七

四
歳
没
。

２：

別
家
（
大
黒
屋
）
藤
原
与
惣
兵
衛
も
重
代
別
家
の
一
人
で
あ
る
。
表
中
の
与
惣

第 3表 明治期の京都勤番・東京勤番

時期 明治 5年 同 10年 同 15年 同 20年
京都店 福原四郎兵衛

藤原与惣兵衛
仁右衛門
楠田久兵衛（勤番助役）

福原四郎兵衛
藤原与惣兵衛
楠田久兵衛（番頭を
兼務）

福原四郎兵衛
藤原与惣兵衛
楠田久兵衛
三大寺正八（准）

楠田久兵衛
三大寺正八
藤原清七

東京店 八田作兵衛
新兵衛
友岡小兵衛

八田作兵衛
新兵衛
徳村為七
中村兵七

八田作兵衛
徳村為七（准）
中村兵七【病】
志村太七（准）
伝六（准）

徳村為七
志村太七
徳村定七
伝六（准）

同 25年 同 30年 同 35年 同 40年 同 45年
楠田久兵衛
三大寺正八
藤原清七
彦七

楠田久兵衛
三大寺正八
藤原清七
彦七

楠田久兵衛
三大寺正八
藤原清七
彦七

楠田久兵衛〔没〕
三大寺正八
藤原清七
彦七

三大寺正八
藤原清七
彦七

志村太七
徳村定七
鏑木斎吉

志村太七
徳村定七
鏑木斎吉
水野栄次郎（准）

志村太七
徳村定七
鏑木斎吉
水野栄次郎

志村太七
徳村定七
鏑木斎吉
水野栄次郎

徳村定七
鏑木斎吉
水野栄次郎

注：表には京都勤番・東京勤番（東京石町店）を掲載し、明治初年にはまだ営業中であった東京本所・
岐阜・大阪の 3店舗の勤番については省略した。なお、（准）は准勤番の地位にあることを意味す
る。【病】は病気療養中。
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兵
衛
は
三
代
４８目
と
み
ら
れ
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
京
店
支
配
役
を
退
役
し
て

別
家
と
な
り
勤
番
を
命
じ
ら
れ
た
。
慶
応
元
年
に
は
大
黒
屋
の
他
の
別
家
を
相
続
す

る
話
が
持
ち
上
が
る
４９が
、
こ
れ
は
取
り
止
め
と
な
る
。
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年

六
一
歳
で
「
隠
５０居
」、
同
二
六
年
、
七
四
歳
没
。

３：

別
家
（
大
黒
屋
）
楠
田
久
兵
衛
も
重
代
別
家
の
一
人
で
あ
る
。
久
兵
衛
家
の
元

祖
は
祐
５１清
と
い
う
人
物
で
、
残
存
文
５２書
や
「
日
記
」（
府
資
）
に
記
さ
れ
た
久
兵
衛

家
の
家
系
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
表
中
の
久
兵
衛
は
六
代
目
と
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
六
代
目
は
五
代
目
の
実
子
で
は
な
く
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
京
都
店
支

配
役
を
退
役
し
て
別
家
と
な
っ
た
清
水
定
助
が
久
兵
衛
家
を
相
続
し
、
名
を
改
め
た

も
の
で
あ
る
。
六
代
目
久
兵
衛
も
京
都
勤
番
と
し
て
長
年
勤
め
、
同
三
二
（
一
八
九

九
）
年
一
二
月
に
勤
番
二
五
年
勤
続
の
功
に
よ
り
賞
５３を
受
け
、
さ
ら
に
同
三
五
年
一

一
月
に
は
、
商
家
店
員
奨
励
会
（
会
長
、
内
貴
甚
三
郎
）
か
ら
職
務
に
勉
励
し
後
進

の
模
範
と
す
べ
き
店
員
と
し
て
表
彰
さ
れ
５４た
。
同
四
〇
年
、
六
四
歳
没
。

４：

別
家
（
大
黒
屋
）
仁
右
衛
門
は
、
は
じ
め
佐
治
兵
衛
と
い
い
初
代
５５別
家
と
み
ら

れ
る
。
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
に
岐
阜
店
支
配
役
を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
安

政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
親
の
名
跡
を
継
い
で
仁
右
衛
５６門
と
改
名
、
同
年
岐
阜
勤
番

を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
大
坂
勤
番
を
勤
め
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
改

め
て
京
都
勤
番
を
申
付
け
ら
れ
て
い
５７る
。
同
一
五
年
、
六
三
歳
没
。

５：

別
家
（
大
黒
屋
）
三
大
寺
正
八
は
幼
名
を
徳
太
郎
と
い
い
、
入
店
年
は
不
明
だ

が
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
に
は
小
者
徳
太
郎
の
名
が
見
え
５８る
。
明
治
四
（
一
八
七

一
）
年
一
月
一
六
歳
で
元
服
し
て
正
八
と
改
名
、
同
一
一
（
一
八
七
八
）
年
二
三
歳

で
京
都
店
の
支
配
役
と
な
り
、
同
一
三
年
一
二
月
末
二
五
歳
で
支
配
役
を
退
役
し
て

別
家
を
許
さ
れ
た
。
初
代
別
家
の
正
八
は
、
同
一
四
年
に
「
准
勤
番
兼
仕
入
方
後

見
、
并

出
役
」
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
同
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
三
月
五
一
歳
の
時

に
、
勤
番
二
五
年
勤
続
の
功
に
よ
り
賞
を
受
賞
。

６：

別
家
（
大
黒
屋
）
藤
原
清
七
の
旧
姓
は
西
田
。
清
七
は
明
治
一
七
（
一
八
八

四
）
年
に
京
都
店
番
頭
を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
京
都
勤
番
藤
原
与
惣
兵
衛
家
に

養
子
入
５９家
。
別
家
後
は
京
都
勤
番
を
務
め
、
同
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
勤
続
二
五

年
の
賞
を
受
賞
。

７：

別
家
（
大
黒
屋
）
彦
七
は
幼
名
を
辰
二
郎
と
い
っ
た
が
姓
は
不
明
。
明
治
三

（
一
八
七
〇
）
年
の
京
都
店
小
者
の
中
に
辰
二
郎
の
名
が
見
え
、
入
店
は
明
治
元
年

か
二
年
頃
と
思
わ
れ
６０る
。
同
五
年
に
半
元
服
、
同
六
年
に
元
服
し
、
同
七
（
一
八
七

四
）
年
に
彦
七
と
名
を
改
め
た
。
昇
進
は
順
調
で
同
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
京
都

店
店
頭
に
就
任
。
同
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
同
二
一
年

に
准
勤
番
を
申
渡
さ
れ
た
。

《
東
京
勤
番
（
整
理
番
号
８
〜
１７
）》

東
京
勤
番
（
旧
、
江
戸
石
町
店
に
配
属
さ
れ
た
江
戸
勤
番
に
該
当
）
は
常
時
三
、

四
６１名
が
置
か
れ
、
明
治
初
期
に
は
江
戸
期
と
同
様
に
半
年
交
６２代
の
勤
務
形
態
が
と
ら

れ
た
。
し
か
し
、
明
治
中
期
以
降
に
な
る
と
東
京
店
の
重
要
度
が
高
ま
り
、
勤
務
形

態
に
変
化
が
認
め
ら
れ
６３る
。
明
治
期
に
は
第
３
表
に
示
し
た
計
一
〇
名
が
勤
番
の
職

に
就
い
た
。
そ
れ
ら
の
面
々
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

８：
別
家
（
大
黒
屋
）
八
田
作
兵
衛
は
初
代
別
家
と
み
ら
れ
、
万
延
〜
文
久
（
一
八

六
〇
〜
六
三
）
の
頃
に
江
戸
石
町
店
の
支
配
役
を
務
め
、
維
新
前
に
支
配
役
を
退
役

し
て
別
家
と
な
り
、
勤
番
を
命
じ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
東
京
勤
番
筆
頭
と
し
て
在
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職
中
の
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
、
六
三
歳
で
病
没
。

９：
別
家
（
大
黒
屋
）
新
兵
衛
は
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
頃
に
江
戸
石
町
店
支

配
役
を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
以
後
石
町
店
勤
番
を
務
め
た
。

１０：

別
家
（
大
黒
屋
）
友
岡
小
兵
衛
は
重
代
別
家
の
一
人
で
、
表
中
の
小
兵
衛
は
二

代
目
に
あ
た
る
。
初
代
小
兵
衛
は
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
に
江
戸
石
町
店
支
配
役

を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
同
三
年
に
江
戸
石
町
店
の
勤
番
を
、
ま
た
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
か
ら
は
京
店
勤
番
を
務
め
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
「
隠
居
」

を
申
付
け
ら
れ
た
。
二
代
目
小
兵
衛
は
初
代
小
兵
衛
の
忰
で
、
江
戸
店
で
奉
公
し
て

い
た
新
八
が
名
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
新
八
の
支
配
役
退
役
時
期
は
「
日
記
」
の

欠
落
時
期
に
当
る
た
め
不
明
で
あ
る
６４が
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
史
６５料
に
は
大

（
大
黒
屋
）
新
八
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
退
役
時
期
は
慶
応
〜
明
治
初
頭
の
頃

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
五
年
に
は
小
兵
衛
と
名
を
改
６６め
る
が
、
同
九
（
一
八
七
六
）

年
に
は
病
気
を
患
い
、
同
年
一
二
月
二
八
日
病
没
。

１１：

別
家
（
大
黒
屋
）
徳
村
為
七
は
重
代
別
家
の
二
代
目
で
あ
る
。
為
七
の
父
初
代

徳
村
金
右
衛
門
は
初
代
別
家
と
し
て
天
保
末
年
〜
嘉
永
期
に
京
勤
番
を
務
め
、
嘉
永

二
（
一
八
四
九
）
年
に
は
「
勝
手
勤
」
を
許
さ
れ
る
が
同
五
（
一
八
五
二
）
年
に
病

没
し
た
。
在
職
中
の
勤
６７功
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
嘉
永
五
年
の
杉
浦
家
恒
例

の
年
末
仏
参
で
は
大
黒
屋
当
主
が
異
例
の
供
養
を
行
な
っ
て
い
る
。
息
子
の
徳
村
為

七
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
東
京
石
町
店
の
支
配
役
を
退
役
し
て
別
家
と
な

り
、
同
一
五
（
一
八
八
二
）
年
か
ら
東
京
店
准
勤
番
を
務
め
て
い
る
。

１２：

別
家
（
大
黒
屋
）
中
村
兵
七
は
、
重
代
別
家
大
黒
屋
兵
助
家
の
四
代
目
に
当
た

る
。
二
代
目
兵
助
は
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
〜
天
保
初
年
の
長
き
に
わ
た
り
京
勤

番
を
務
め
た
功
績
の
あ
る
人
物
で
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
兵
助
七
〇
歳
の
時

「
国
隠
６８居
」
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
。
兵
助
家
の
相
続
は
、
二
代
目
の
継
嗣
兵
七
が

天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
に
病
死
し
た
た
め
、
同
年
春
に
江
戸
石
町
店
支
配
役
を
退

役
し
た
伝
右
衛
門
を
養
子
入
家
さ
せ
、
兵
助
と
名
を
改
め
て
三
代
目
と
し
た
。
表
中

の
中
村
兵
七
は
三
代
目
兵
助
の
長
男
で
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
東
京
石
町
店
支

配
役
を
退
役
し
、
同
一
四
（
一
八
八
一
）
年
か
ら
東
京
店
助
勤
番
（＝

准
勤
番
）
を

務
め
た
。
し
か
し
、
同
一
五
年
九
月
、
病
気
の
た
め
役
を
退
い
た
と
見
ら
れ
る
。

１３：

別
家
（
大
黒
屋
）
志
村
太
七
は
、
重
代
別
家
大
黒
屋
太
兵
衛
の
忰
で
あ
る
。
初

代
と
見
ら
れ
る
人
物
は
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
太
七
が
何

代
目
に
あ
た
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
太
七
は
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
東

京
石
町
店
支
配
役
を
退
役
し
、
別
家
後
は
同
一
五
年
か
ら
東
京
店
准
勤
番
を
務
め

た
。

１４：

別
家
（
大
黒
屋
）
伝
六
は
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
暮
限
り
で
東
京
店
支
配

役
を
退
役
し
、
同
一
五
年
に
別
家
と
な
り
東
京
店
詰
准
勤
番
役
を
命
じ
ら
れ
る
。
同

二
一
（
一
八
八
八
）
年
一
二
月
に
脳
膜
炎
急
症
の
た
め
死
去
。

１５：

別
家
（
大
黒
屋
）
徳
村
定
七
は
前
出
の
徳
村
為
七
の
甥
で
あ
る
。
定
七
は
明
治

一
八
（
一
八
八
五
）
年
東
京
店
店
頭
を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
勤
番
を
命
じ
ら
れ

た
。
同
四
三
年
（
一
九
一
〇
）、
勤
番
二
五
年
勤
続
の
賞
を
受
賞
。

１６：
別
家
（
大
黒
屋
）
鏑
木
才
吉
（
斎
吉
）
は
初
代
別
家
と
見
ら
れ
る
。
入
店
年
は

不
明
だ
が
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
京
都
店
小
者
の
中
に
才
吉
の
名
が
確
認
で

き
６９る
。
同
八
年
五
月
に
は
東
京
店
へ
配
置
替
え
と
な
り
、
同
一
四
年
四
月
に
「
初

登
」
を
済
ま
せ
、
同
一
九
（
一
八
八
六
）
年
末
に
は
東
京
店
店
頭
に
就
任
す
る
。
同
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二
五
年
に
は
東
京
勤
番
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
退
役
時
期
は
「
日
記
」
の

欠
落
し
て
い
る
同
二
三
年
、
も
し
く
は
二
四
年
の
下
半
季
（
七
〜
一
二
月
）
と
考
え

ら
れ
る
。
才
吉
（
斎
吉
）
は
、
の
ち
に
才
吉
郎
（
斎
吉
郎
）
と
名
乗
る
。

１７：

別
家
（
大
黒
屋
）
水
野
栄
次
郎
は
、
大
黒
屋
一
〇
代
利
挙
の
代
に
な
っ
て
最
初

の
別
家
で
、
初
代
別
家
と
見
ら
れ
る
。
入
店
年
は
不
明
だ
が
、
入
店
後
の
配
属
先
は

東
京
店
で
あ
っ
た
。
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
四
月
に
「
初
登
」
を
済
ま
せ
、
同

二
五
年
頃
、
鏑
木
才
吉
郎
の
後
任
と
し
て
東
京
店
店
頭
に
就
任
。
同
三
〇
（
一
八
九

七
）
年
三
月
東
京
店
店
頭
を
退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
勤
番
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
の
ち

に
栄
三
郎
と
名
を
改
め
る
。
受
賞
歴
あ
り
。

明
治
期
の
京
都
勤
番
・
東
京
勤
番
の
家
系
や
経
歴
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
勤
番
の

登
用
の
特
色
が
見
え
て
く
る
。

第
一
に
、
支
配
役
（
番
頭
、
店
頭
）
退
役
者
を
勤
番
に
任
命
し
た
経
験
重
視
の
実

務
型
の
配
置
。
第
二
に
、
規
定
の
昇
進
経
路
を
経
た
者
の
み
を
勤
番
に
登
用
す
る
店

員
評
価
の
公
平
性
と
能
力
主
義
。
第
三
に
、
血
統
に
固
執
せ
ず
、
家
名
の
存
続
を
第

一
と
し
た
勤
番
の
相
続
方
法
。
第
四
は
勤
番
の
格
付
け
が
あ
げ
ら
れ
、
特
に
明
治
期

に
は
、
准
勤
番
↓
宿
這
入
７０り
↓
勤
番
と
段
階
を
踏
ま
せ
る
こ
と
で
昇
格
の
意
味
付
け

が
強
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
四
は
勤
続
年
数
（
在
職
期
間
）
の
長
さ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
明
治
期
に
は
産
業
の
簇
出
に
伴
う
雇
用
機
会
の
増
大
を
背
景
に
、
職
場

移
動
を
防
ぐ
意
味
で
も
長
期
勤
続
が
勧
奨
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
明
治
前
期
の
大
黒
屋

で
勤
番
二
五
年
勤
続
の
賞
が
設
け
ら
れ
た
の
も
、
長
年
の
勤
功
を
労
う
意
と
と
も
に

長
期
勤
続
を
勧
奨
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

以
上
、
明
治
期
の
勤
番
に
は
、
Ⅱ
章
３
節
に
示
し
た
江
戸
期
の
勤
番
の
登
用
方
針

や
処
遇
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
基
本
的
に
は
江
戸
期
の
仕
法
が
踏
襲
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
明
治
期
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
や
雇
用
事
情
を

勘
案
し
た
配
慮
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

で
は
、
大
黒
屋
の
経
営
幹
部
で
あ
る
勤
番
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
職

務
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

江
戸
期
に
お
け
る
勤
番
の
全
般
的
な
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
７１稿
で
述
べ

た
が
、
勤
番
の
職
務
を
社
会
状
況
や
経
済
状
況
の
異
な
る
明
治
・
大
正
期
と
比
較
す

る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
こ
で
次
で
は
、
江
戸
・
明
治
・
大
正
期
に
毎
年
定

期
的
に
実
施
さ
れ
た
店
内
重
要
行
事
の
「
勘
定
」
を
取
り
上
げ
て
、
勤
番
の
経
営
・

管
理
業
務
へ
の
関
与
や
そ
の
変
化
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
た
い
。

Ⅳ

店
内
重
要
行
事
に
お
け
る
勤
番
の
役
割

１

経
営
関
連
の
職
務

こ
こ
で
は
本
店
で
あ
る
京
店
詰
め
の
京
勤
番
が
担
当
し
た
経
営
や
管
理
に
関
わ
る

職
務
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

①

経
営
・
管
理
業
務
（
経
営
方
針
や
経
営
戦
略
の
策
定
、
重
要
案
件
の
協
議
と

そ
の
処
理
、
大
黒
屋
全
店
の
統
轄
・
管
理
な
ど
）

②

会
計
管
理
（「
勘
定
」
や
「
金
銀
銭
改
め
」
の
立
会
い
、
褒
美
金
の
授
与
へ

の
立
会
い
な
ど
）。

③

人
事
管
理
（
店
員
の
採
用
や
解
雇
の
決
定
、
役
替
え
、
規
則
違
反
や
不
正
の
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吟
味
と
処
罰
の
決
定
な
ど
）

④

仕
入
管
理
（
商
品
の
吟
味
、
仕
入
の
監
督
）

⑤

そ
の
他
（
自
分
家
業
を
営
む
別
家
・
分
家
の
「
勘
定
」
の
監
査
、
経
営
や
家

政
管
理
に
問
題
の
あ
る
別
家
・
分
家
・
親
戚
な
ど
の
指
導
・
管
理
）

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
く
と
、
①
の
経
営
・
管
理
業
務

は
、
日
常
的
業
務
と
し
て
店
舗
の
管
理
・
監
督
。
そ
れ
以
外
に
、
そ
の
時
々
の
重
要

案
件
に
対
し
て
店
主
・
分
家
杉
浦
次
郎
右
衛
門
・
京
勤
番
が
協
議
し
、
案
件
に
よ
っ

て
は
江
戸
・
大
坂
・
岐
阜
勤
番
や
京
店
支
配
役
な
ど
も
交
え
て
合
議
の
上
、
処
理
し

た
。
②
の
会
計
管
理
は
、
大
黒
屋
京
本
店
で
行
な
わ
れ
た
「
勘
定
」
や
「
金
銀
銭
改

め
」
な
ど
へ
の
立
会
い
が
最
も
大
切
な
役
目
で
あ
る
。
③
の
人
事
管
理
は
、
奉
公
人

の
入
退
店
の
決
定
、
規
律
違
反
や
不
正
を
働
い
た
奉
公
人
に
対
す
る
違
反
内
容
の
吟

味
お
よ
び
、
説
諭
・
訓
戒
、
そ
し
て
、
処
分
内
容
の
検
討
と
そ
の
決
定
を
担
当
し

た
。
④
の
仕
入
管
理
は
、「
仕
入
方
吟
味
役
」
と
し
て
仕
入
商
品
の
鑑
別
・
検
査
に

あ
た
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
勤
番
が
豊
富
な
実
務
経
験
を
有
す
る
が
ゆ
え
の
役
目
で

あ
る
。
⑤
の
そ
の
他
の
職
務
と
し
て
は
、
別
家
の
家
業
経
営
者
お
よ
び
、
経
営
状
態

に
問
題
を
生
じ
た
杉
浦
家
の
分
家
や
親
戚
の
家
業
経
営
者
に
対
し
て
「
勘
定
」
の
提

出
を
義
務
付
け
、
そ
の
監
査
を
行
な
い
、
あ
わ
せ
て
経
営
面
や
家
政
管
理
面
で
の
助

言
・
指
導
を
行
な
っ
た
。

右
の
職
務
内
容
は
、
京
勤
番
が
大
黒
屋
の
最
高
経
営
幹
部
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
②
の
会
計
管
理
業
務
の
う
ち
、
毎
年
定
期
的
に
実
施
さ
れ
た
店
内
最
重
要

行
事
の
「
勘
定
」
に
着
目
し
、
京
勤
番
（
京
都
勤
番
）
の
役
割
や
地
位
が
、
江
戸
・

明
治
・
大
正
期
へ
と
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
見
て
い
こ
う
。

２

店
内
重
要
行
事
「
勘
定
」

《
江
戸
期
》

江
戸
期
の
大
黒
屋
京
店
で
毎
年
定
期
に
行
わ
れ
た
経
営
に
関
わ
る
店
内
行
事
に

は
、
一
月
四
日
と
七
月
一
七
日
に
行
わ
れ
た
「
店
卸
」、
二
月
一
日
と
八
月
一
日
に

行
わ
れ
た
「
金
銀
銭
改
７２め
」
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
最
重
要
行
事

は
、
毎
年
半
季
毎
に
行
わ
れ
た
「
勘
定
」
で
あ
る
。

「
勘
定
」
と
は
大
黒
屋
各
店
の
営
業
状
況
を
本
店
に
報
告
さ
せ
た
も
の
で
、
各
店

で
は
勤
番
立
会
い
の
も
と
に
決
算
報
告
書
で
あ
る
「
店
目
録
」
が
作
成
さ
れ
、
京
店

（
本
店
）
へ
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
店
舗
の
所
有
者
で
あ
る
店
主
と
、
日
常
の
店
舗

業
務
を
任
さ
れ
た
支
配
役
お
よ
び
、
そ
れ
を
管
理
・
監
督
し
た
勤
番
、
つ
ま
り
所
有

と
経
営
が
分
離
し
た
た
め
、
経
営
者
は
所
有
者
に
対
し
て
経
営
状
況
を
報
告
す
る
必

要
が
生
じ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
商
家
の
経
営
委
任
制
を
象
徴
す
る
行
事
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

京
店
・
江
戸
（
石
町
・
本
所
）・
岐
阜
・
大
坂
の
五
店
舗
を
有
し
た
大
黒
屋
で

は
、
各
店
で
店
目
録
が
作
成
さ
れ
て
京
本
店
に
到
着
す
る
ま
で
に
日
数
が
か
か
り
、

す
べ
て
の
「
勘
定
」
が
終
了
す
る
ま
で
に
は
約
二
カ
月
余
を
要
し
た
。
第
４
表
は
江

戸
期
の
「
勘
定
」
の
日
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
表
中
に
示
し
て
い
な
い

岐
阜
店
と
大
坂
店
に
関
し
て
は
、
江
戸
店
か
ら
の
店
目
７３録
の
到
着
前
後
に
、
両
店
の

支
配
役
も
し
く
は
勤
番
が
京
店
に
持
ち
登
っ
た
。
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京
店
で
の
「
勘
定
」
に
は
、
店
主
杉
浦
三
郎
兵
衛
・
分
家
杉
浦
次
郎
右
衛
門
・
京

勤
番
が
京
店
の
「
店
目
録
」（
決
算
報
告
書
）
の
作
成
に
立
会
い
、
さ
ら
に
、
大
黒

屋
五
店
舗
の
「
店
目
録
」
の
監
査
が
行
な
わ
れ
た
。
す
べ
て
が
終
了
す
る
と
「
店
目

録
披
露
」
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、「
店
帳
祝
（＝

店
帳
振
舞
・
店
帳
披
露
祝
）」
が
催

さ
れ
た
。「
店
卸
」
や
「
金
銀
銭
改
め
」
が
毎
年
定
日
に
実
施
さ
れ
た
の
に
対
し
、

「
勘
定
」
に
関
わ
る
行
事
は
二
月
・
八
月
頃
か
ら
一
、
二
ヶ
月
の
間
に
適
宜
行
な
わ

れ
、
立
会
人
の
都
合
（
病
気
・
仏
事
な
ど
）
や
目
録
の
遅
延
な
ど
の
た
め
延
引
さ
れ

る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

《
明
治
期
》

明
治
期
の
「
店
卸
」
は
一
月
四
日
と
七
月
一
七
日
に
、「
金
銭
改
め
」

（
江
戸
期
の
「
金
銀
銭
改
め
」
を
改
称
）
は
二
月
一
日
と
八
月
一
日
の
両

日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
実
施
時
期
は
江
戸
期
と
同
じ
で
あ
る
。「
勘
定
」

の
日
程
（
第
５
表
）
も
、
ほ
ぼ
江
戸
期
の
仕
来
り
を
引
き
継
い
だ
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
明
治
中
期
以
降
に
は
、「
勘
定
」
に
関
し
て
二
つ

の
変
化
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
第
一
は
、
従
来
、
東
京
店
勘
定
目
録
は
東
京
勤
番
が
京
都
店
に
持

参
し
て
京
都
店
で
「
勘
定
」
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
二
五
年

下
半
季
か
ら
は
そ
れ
を
止
め
て
、
京
都
勤
番
筆
頭
が
直
接
東
京
店
に
出
向

い
て
「
勘
定
」
に
立
会
う
方
法
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
が
行
な
わ
れ

ち
ょ
う
あ
い

た
原
因
は
、
東
京
店
勤
番
筆
頭
に
よ
る
「
勘
定
帳
合
不
取
締
」
の
不
始

末
が
あ
っ
た
た
め
で
、
東
京
勤
番
筆
頭
の
為
七
は
謹
慎
処
分
を
受
け
、
謝

罪
の
末
に
赦
免
と
は
な
る
が
勤
番
役
を
罷
免
さ
れ
７４た
。
こ
れ
以
降
の
「
勘
定
」
は
、

前
半
季
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
二
月
中
旬
に
京
都
店
、
三
月
下

旬
に
東
京
店
と
二
回
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い
た
「
勘
定
」
は
、
一
月
下
旬
〜
二
月
上

旬
頃
に
京
都
勤
番
筆
頭
が
東
上
し
て
東
京
店
の
「
勘
定
」
に
立
会
い
、
京
都
勤
番
筆

頭
が
京
都
店
に
帰
店
後
、
京
都
店
に
お
い
て
京
都
店
分
と
東
京
店
分
が
一
括
処
理
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
６
表
参
照
）。

第
二
の
変
更
は
、
明
治
四
四
年
下
半
季
か
ら
京
都
店
で
の
「
勘
定
」
に
、
東
京
勤

番
二
名
の
立
会
い
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
京
都
店
で
の
「
勘

定
」
に
立
会
う
の
は
京
都
勤
番
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
変
更
は
販
売
店
で
あ

第 4表 京店での勘定の日程（江戸期）

《前半季》 《後半季》 行事の内容
1月末日 7月末日 勘定
2月初旬 8月初旬 諸帳押合
2月中旬 8月中旬 店惣勘定寄（奥勘定）
3月中旬 9月中下旬 江戸店勘定目録到着
3月下旬 9月下旬 江戸店目録引合（本勘定）

第 5表 京都店での勘定の日程（明治期；25年前半季まで）

《前半季》 《後半季》 行事の内容
1月末日 7月末日 勘定
2月初旬 8月初旬 諸帳面押合
2月中旬 8月中旬 店奥勘定
3月中旬 9月下旬 東京店勘定書到着
3月下旬 10月初旬 東京店勘定目録引合

第 6表 京都店での勘定の日程（明治期；25年下半季以降）

《前半季》 《下半季》 行事の内容
1月末日 7月末日 勘定

1月下旬～
2月上旬頃

9月中旬～
10月中旬頃

京都勤番筆頭が東京店勘定
立会のため東上

2月初旬 8月初旬 諸帳面押合
3月中旬頃 9月中旬 京都・東京両店勘定引合

杉浦大黒屋における経営幹部の系譜（植田） （ 963 ）１４



る
東
京
店
の
重
要
度
が
増
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
明
治
期
の
店
主
の
「
勘
定
」
立
会
い
に
つ
い
て
は
、
九
代
杉
浦
三
郎
兵
衛

と
し
さ
だ

利
貞
が
一
時
期
公
７５職
に
就
い
て
多
忙
で
あ
っ
た
た
め
、
前
代
の
八
代
杉
浦
三
郎
兵
衛

と
し
つ
ね

利
用
も
「
勘
定
」
に
同
席
し
た
。
八
代
利
用
の
「
勘
定
」
へ
の
立
会
い
は
、
明
治
二

と
し
た
か

九
（
一
八
九
六
）
年
に
一
〇
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
挙
が
家
督
を
相
続
し
た
後
も
続
け

ら
れ
た
。
な
お
、
分
家
杉
浦
次
郎
右
衛
門
に
関
し
て
は
、
三
代
目
杉
浦
次
郎
右
衛
門

利
永
が
明
治
一
六
年
一
一
月
に
病
没
し
、
以
後
「
勘
定
」
へ
の
立
会
い
は
途
絶
え

た
。

《
大
正
期
》

江
戸
・
明
治
期
に
行
わ
れ
た
店
内
行
事
は
、
大
正
期
に
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
正
七
年
の
「
杉
浦
商
店
店
員
規
７６定
」（
以
下
、「
店
員
規
定
」

と
略
す
）
に
は
、
第
十
九
條
お
よ
び
、
同
條
の
第
一
・
二
・
三
項
で
次
の
よ
う
に
決

め
ら
れ
て
い
る
。

第
十
九
條

重
役
中
最
高
級
ノ
者
、
毎
年
二
月
及
八
月
ノ
二
回
東
京
支
店
総
勘
定

ノ
為
メ
店
主
代
理
ト
シ
テ
立
会
ノ
為
メ
東
京
支
店
ニ
出
張
ス
ル
モ
ノ

ト
ス
。

第
一
項

重
役
ハ
毎
年
二
月
二
日
及
八
月
二
日
ノ
両
度
店
員
ヲ
指
揮
シ
テ
本
店

代
物
勘
定
ヲ
ナ
シ
、
翌
三
日
諸
帳
面
引
合
セ
ヲ
励
行
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
二
項

東
京
支
店
ハ
二
・
八
月
一
日
二
日
両
日
ニ
代
物
勘
定
ヲ
ナ
シ
、
追
テ

店
主
若
ク
ハ
代
表
者
立
会
ノ
上
諸
帳
面
引
合
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
。

第
三
項

重
役
ハ
毎
年
二
月
ト
八
月
ト
ノ
二
回
、
店
主
立
会
ノ
下
ニ
総
勘
定
ヲ

ナ
シ
其
ノ
結
果
ヲ
正
店
員
以
上
ノ
者
ニ
報
告
ス
、
其
ノ
夕
祝
杯
ヲ
挙

グ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

以
上
各
項
ノ
日
割
ハ
時
宜
ニ
ヨ
リ
変
更
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

右
の
内
容
を
江
戸
・
明
治
期
と
比
較
す
る
た
め
第
７

表
に
ま
と
め
た
。「
勘
定
」
が
二
月
と
八
月
に
行
わ
れ

て
い
る
点
は
江
戸
・
明
治
期
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
京

都
本
店
と
東
京
支
店
の
代
物
勘
定
と
、
京
都
店
の
諸
帳

面
引
合
が
定
日
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
東
京

支
店
の
諸
帳
面
引
合
に
実
施
日
の
指
定
が
な
い
の
は
、

店
主
も
し
く
は
代
表
者
の
立
会
い
を
必
要
と
し
た
の

で
、
そ
れ
ら
の
都
合
に
合
わ
せ
て
行
な
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
て
、「
店
員
規
定
」
の
第
十
九
條
に
は
、
こ
れ
ら

重
要
行
事
は
「
重
役
」
が
担
当
す
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。
で
は
、
江
戸
・
明
治
期
の
勤
番
と
大
正
期
の
重
役

は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
次
で
は
そ
の

点
を
検
討
し
よ
う
。

第 7表 京都店の勘定の日程（大正中期以降）

《前半季》 《後半季》 行事の内容
2月 1・2日 8月 1・2日 東京支店代物勘定

実施日の指定なし 実施日の指定なし 東京支店諸帳面引合
2月 2日 8月 2日 本店（京都）代物勘定
2月 3日 8月 3日 本店（京都）諸帳面引合

同志社商学 第６３巻 第５号（２０１２年３月）１５（ 962 ）



Ⅴ

重
役
の
推
移
│
│
大
正
後
期

１

大
正
後
期
の
職
階

大
黒
屋
の
別
家
制
度
は
、
大
正
一
二
年
一
二
月
の
㈱
杉
浦
商
店
へ
の
改
組
と
と
も

に
廃
止
さ
れ
た
と
見
ら
れ
７７る
が
、
改
組
前
の
大
正
七
年
に
は
制
度
の
中
身
が
改
変
さ

れ
た
。
最
も
大
き
な
変
更
は
昇
進
制
度
の
基
軸
を
な
し
た
「
登
７８り
」
の
制
度
の
廃
止

と
、
そ
れ
に
代
わ
る
等
級
７９制
の
導
入
で
あ
る
。
そ
し
て
、
職
階
や
役
名
も
改
め
ら
れ

た
。
第
２
図
は
大
正
後
期
の
職
階
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
店
員
規
定
」
の
冊
子

の
末
尾
部
分
に
は
、
入

店
年
齢
で
あ
る
一
四
歳

以
降
の
各
職
階
へ
の
昇

進
年
齢
が
示
さ
れ
て
い

る
（
第
２
図
の
左
端
）。

こ
れ
ら
は
規
定
の
任
期

（
第
２
図
右
端
）
を
最

短
で
通
過
し
た
場
合
の

年
齢
で
、
あ
く
ま
で
も

目
安
に
過
ぎ
な
い
が
、

店
員
の
昇
進
を
大
枠
で

把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

店
員
は
二
〇
歳
で
正
店
員
と
な
り
、
正
店
員
か
ら
等
級
が
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は

年
齢
か
ら
み
て
従
来
の
「
初
登
」
に
相
当
す
る
。
昇
進
が
順
調
で
あ
れ
ば
二
六
歳
頃

店
頭
に
就
任
し
た
。
店
頭
と
は
江
戸
〜
明
治
初
期
の
支
配
役
に
相
当
す
る
役
職
で
、

明
治
一
四
年
末
に
行
な
わ
れ
た
職
階
の
改
変
に
よ
り
翌
一
五
年
か
ら
は
番
頭
、
そ
の

後
は
店
頭
と
呼
ば
れ
８０た
。

店
頭
を
退
役
す
る
と
別
家
が
許
さ
れ
て
准
通
勤
と
な
る
。
こ
れ
が
従
来
の
准
勤
番

に
あ
た
り
、
次
の
正
通
勤
が
従
来
の
勤
番
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
正
通

勤
の
中
か
ら
支
配
・
支
店
長
・
副
支
配
・
副
支
店
長
・
部
長
が
抜
擢
さ
れ
た
。
正
通

勤
は
六
〇
歳
二
月
に
達
し
た
時
点
で
隠
居
（＝

退
職
）
と
な
８１る
が
、
隠
居
の
中
か
ら

一
名
を
顧
問
（
任
期
は
五
年
）
に
任
じ
た
。「
店
員
規
定
」
の
第
十
八
條
に
、「
顧
問

・
支
配
・
支
店
長
・
副
支
配
・
副
支
店
長
ヲ
以
テ
重
役
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
お

り
、
大
正
期
に
店
内
重
要
行
事
（
Ⅳ
章
を
参
照
）
を
担
当
し
た
の
は
こ
の
重
役
た
ち

で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
大
正
後
期
の
重
役
は
、
明
治
期
の
ど
の
役
職
に
相
当
す
る
で
あ
ろ

う
か
。「
店
員
規
定
」
に
記
さ
れ
た
重
役
の
主
な
役
割
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
史
料
１
）
「
店
員
規
定
」
に
記
さ
れ
た
各
重
役
の
役
割
（
抜
粋
）

顧
問：

当
家
ニ
要
用
ト
認
メ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ
（
中
略
）
但
シ
顧
問

ノ
必
要
無
ク
又
ハ
其
ノ
人
無
キ
時
ハ
之
レ
ヲ
欠
ク
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
（
第

十
六
條
）

支
配：
支
配
ハ
最
高
幹
部
ト
シ
テ
当
家
全
体
ヲ
総
理
シ
兼
ネ
テ
家
運
ノ
隆
昌
ニ

第 2図 大正後期の職階

年齢 職階 等級 規定の任期

顧問・支配・東京支店長 1等 －
60年 2月隠居 隠居の内、1名を顧問 5年間
50才～60才の 2月迄

【別家】正通勤
2等 10年間

40才～ 3等 10年間
29才～ 4等 10年間
27才頃～ 【別家】准通勤 5等 2～3年間
26才頃 （店頭に就任）

正店員
6等 半年～1年間

23才 7等 3～4年間
20才 8等 3年間
18才～ 准店員 － 2年間
14才～ 見習店員 － 4年間

出所：前掲、大正 7年「杉浦商店店員規定」
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尽
力
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但
シ
必
要
ニ
応
ジ
副
支
配
ヲ
置
キ
支
配
ヲ
補
佐

シ
又
ハ
臨
時
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
（
第
十
四
條
）

支
店
長：
部
長
ヲ
統
督
シ
副
支
店
長
ト
協
力
シ
テ
業
務
ノ
進
展
ニ
努
メ
事
務
ノ

全
体
ヲ
燮
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
第
十
三
條
）。

副
支
店
長：
支
店
長
ヲ
補
佐
シ
業
務
ノ
発
展
ヲ
計
ル
モ
ノ
ト
ス
（
第
十
二
條
）。

（
副
支
配
）

（
出
所
、
前
掲
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」
大
正
七
年
八
月
一
日
）

ま
ず
、「
店
員
規
定
」
第
十
九
條
（
Ⅳ
章
２
節
の
《
大
正
期
》
を
参
照
）
で
、
毎

年
二
月
・
八
月
に
東
京
支
店
総
勘
定
に
出
張
立
会
が
命
じ
ら
れ
た
「
重
役
中
最
高
級

ノ
者
」
に
該
当
す
る
役
職
を
考
え
て
み
よ
う
。
史
料
１
で
は
重
役
中
の
最
高
位
は

「
顧
問
」
で
あ
る
が
、「
顧
問
」
は
必
要
に
応
じ
て
擢
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
「
支
配
」
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。「
支
配
」
は
、「
最
高
幹
部
ト
シ
テ

当
家
全
体
ヲ
総
理
シ
」
と
あ
る
の
で
、
本
店
で
あ
る
京
都
店
の
正
通
勤
の
ト
ッ
プ
、

つ
ま
り
従
前
の
京
都
勤
番
筆
頭
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、「
支
店
長
」
は

支
店
で
あ
る
東
京
店
の
ト
ッ
プ
、
つ
ま
り
東
京
勤
番
筆
頭
を
指
す
と
見
て
よ
か
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
副
支
配
・
副
支
店
長
は
、
京
都
勤
番
と
東
京
勤
番
の
う
ち
勤
番
筆

頭
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
者
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
点
を
確
認
す
る
意
味
で
、
次
で
は
各
重
役
の
経
歴
を
明
治
期
ま
で
遡
り
、
ど

の
よ
う
な
人
物
が
大
正
後
期
の
重
役
に
抜
擢
さ
れ
た
の
か
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

２

勤
番
か
ら
重
役
へ

大
正
七
年
八
月
一
日
に
作
成
さ
れ
た
「
店
員
規
定
」
の
末
尾
に
は
、
当
主
の
一
〇

代
杉
浦
利
挙
、
顧
問
の
三
大
寺
正
八
、
支
配
の
鏑
木
才
吉
郎
、
支
店
長
の
水
野
栄
三

郎
、
副
支
配
の
遠
藤
弥
作
、
副
支
店
長
の
福
原
為
次
郎
の
署
名
・
捺
印
が
あ
る
。
こ

れ
ら
重
役
の
経
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

顧
問

三
大
寺
正
八

三
大
寺
正
八
は
、
明
治
期
に
京
都
勤
番
（
の
ち
京
都
勤
番
筆
頭
）
を
務
め
た
三
大

寺
正
八
で
あ
る
（
Ⅲ
章
２
節
の
整
理
番
号
５
）。
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
の
「
店

員
規
定
」
で
は
六
〇
歳
二
月
を
も
っ
て
「
隠
居
」
と
し
て
お
り
、
大
正
七
年
当
時
六

三
歳
の
正
八
は
、「
隠
居
」
の
中
か
ら
顧
問
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

支
配

鏑
木
才
吉
郎

明
治
期
に
東
京
勤
番
を
務
め
た
鏑
木
才
吉
（
斎
吉
。
Ⅲ
章
２
節
の
１６
。
の
ち
才
吉

郎
（
斎
吉
郎
）
と
改
名
）
で
あ
る
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
「
初
登
」
を
行

な
っ
て
お
り
、
そ
の
時
の
年
齢
を
二
８２一
歳
と
す
る
と
、
同
一
九
年
末
の
東
京
店
店
頭

就
任
時
は
二
六
歳
頃
と
見
ら
れ
る
。
店
頭
退
役
時
期
は
不
明
だ
が
、
同
二
五
年
（
三

二
歳
頃
）
に
は
東
京
勤
番
を
務
め
て
お
り
、
大
正
七
年
（
五
八
歳
頃
）
に
は
勤
続
二

五
年
を
超
え
た
ベ
テ
ラ
ン
幹
部
の
一
人
と
い
え
る
。
杉
浦
商
店
が
東
京
店
を
本
店
、

京
都
店
を
支
店
と
改
組
す
る
の
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
で
あ
る
か
ら
、
同
七

年
時
点
の
鏑
木
才
吉
郎
の
支
配
就
任
は
、
東
京
支
店
か
ら
京
都
本
店
の
「
支
配
」
へ

抜
擢
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
才
吉
郎
の
妻
は
京
都
勤
番
筆
頭
楠
田
久
兵

衛
（
Ⅲ
章
２
節
の
３
）
の
長
女
。
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支
店
長

水
野
栄
三
郎

明
治
期
に
東
京
勤
番
を
務
め
た
水
野
栄
次
郎
（
Ⅲ
章
２
節
の
１７
。
の
ち
栄
三
郎
と

改
名
）
で
あ
る
。
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
「
初
登
」
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ

の
時
の
年
齢
を
二
８３一
歳
と
す
る
と
、
同
二
五
年
頃
（
二
八
歳
頃
）、
鏑
木
才
吉
の
後

任
と
し
て
東
京
店
店
頭
に
就
任
し
た
。
同
三
〇
年
（
三
三
歳
頃
）
店
頭
を
退
役
し
て

別
家
と
な
り
勤
番
に
就
任
。
大
正
七
年
当
時
の
年
齢
は
五
四
歳
頃
で
勤
番
勤
続
二
一

年
目
に
あ
た
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
杉
浦
商
店
が
改
組
さ
れ
る
の
は
大
正
一
二
年
で

あ
る
た
め
、
東
京
勤
番
筆
頭
（
の
ち
の
東
京
店
店
長
）
の
水
野
栄
三
郎
が
「
支�

店�

長
」
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

副
支
配

遠
藤
弥
作

遠
藤
弥
作
は
、
は
じ
め
鷦
蔵
と
名
乗
っ
た
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
一
一

月
、
一
一
才
で
大
黒
屋
京
都
店
に
入
店
。
同
一
九
年
八
月
に
元
服
、
同
二
二
年
に

「
初
登
」
を
済
ま
せ
、
同
三
〇
年
三
月
二
七
歳
で
京
都
店
店
頭
と
な
り
、
同
三
三
年

（
一
九
〇
〇
）
末
に
三
〇
歳
で
退
役
し
て
別
家
と
な
る
。
大
正
七
年
は
勤
番
勤
続
一

八
年
目
に
あ
た
る
。
支
配
を
の
ち
の
京
都
店
店
長
と
す
れ
ば
、
副
支
配
は
副
店
長
に

相
当
す
る
地
位
と
考
え
ら
れ
る
。
名
前
に
関
し
て
は
別
家
後
も
鷦
蔵
と
名
乗
っ
て
い

た
が
、
同
三
四
年
に
「
宿
這
入
り
」
し
た
後
、
弥
作
と
名
を
改
め
、
大
黒
屋
八
代
杉

と
し
つ
ね

え
い

え
い

浦
利
用
（＝

九
代
利
貞
の
実
兄
）
の
娘
栄
（
ゑ
い
・
永
）
を
妻
に
迎
え
８４た
。
こ
の
結

婚
は
杉
浦
・
遠
藤
両
家
の
間
に
、
心
学
を
通
し
て
深
い
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
と
も
関

係
し
て
い
８５る
。
大
正
七
年
当
時
の
年
齢
は
四
八
歳
。

副
支
店
長

福
原
為
次
郎

福
原
為
次
郎
は
京
都
勤
番
福
原
四
郎
兵
衛
（
Ⅲ
章
２
節
の
１
）
の
次
男
で
、
杉
浦

家
と
は
特
別
な
関
わ
８６り
を
も
つ
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）

五
月
九
日
、
一
三
歳
で
京
都
店
に
入
店
、
同
一
九
年
八
月
に
元
服
、
同
二
三
年
二
一

歳
で
「
初
登
」、
そ
し
て
同
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
二
月
に
は
京
都
店
を
退
職
（
店

頭
を
務
め
た
か
ど
う
か
は
不
明
）
し
て
別
家
と
な
る
。
そ
の
後
、
准
勤
番
を
勤
め
た

後
、
同
三
五
年
に
三
三
歳
で
「
宿
這
入
り
」
し
た
。
大
正
七
年
当
時
の
年
齢
は
四
九

歳
、
勤
番
勤
続
一
八
年
目
に
当
た
る
。

以
上
の
五
名
の
重
役
は
、
い
ず
れ
も
一
〇
代
前
半
で
大
黒
屋
に
入
店
し
、
昇
進
階

梯
を
一
段
ず
つ
上
っ
た
た
た
き
上
げ
の
店
員
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
顧
問
の
三
大

寺
正
八
に
関
し
て
は
、
そ
の
経
歴
か
ら
し
て
ま
さ
に
重
鎮
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ

る
。
支
配
の
鏑
木
才
吉
郎
と
支
店
長
の
水
野
栄
三
郎
は
、
初
代
別
家
の
立
場
で
勤
番

に
就
任
し
た
ま
さ
に
生
え
抜
き
の
エ
リ
ー
ト
。
こ
の
二
人
を
経
営
ト
ッ
プ
に
据
え
て

い
る
の
に
対
し
、
杉
浦
家
、
つ
ま
り
所
有
の
側
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
遠
藤
弥
作
と

福
原
為
次
郎
が
、
副
支
配
・
副
支
店
長
と
し
て
経
営
陣
の
一
角
を
占
め
て
い
る
の
は

興
味
深
い
。

３

取
締
役
へ
の
就
任

大
正
一
二
年
一
二
月
、
株
式
会
社
杉
浦
商
店
（
資
本
金
弐
拾
萬
円
（
払
込
済
）
一

株
五
拾
円
）
は
、
内
外
織
物
服
装
品
委
託
販
売
加
工
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

Ⅰ
章
１
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
株
式
会
社
へ
の
改
組
は
同
年
九
月
関
東
大
震
災
に
罹

災
し
た
こ
と
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
会
社
は
東
京
支
店
の
あ
っ
た
日
本
橋
本
石

町
四
丁
目
に
お
き
、
以
降
は
東
京
店
を
本
店
、
京
都
店
を
支
店
と
し
た
。
改
組
後
の

㈱
杉
浦
商
店
の
経
営
状
況
は
、「
時
代
の
潮
流
に
乗
つ
て
、
モ
ス
リ
ン
、
洋
反
物
部
、
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雑
貨
、
既
製
品
部
等
を
増
設
し
多
角
的
経
営
に
依
て
取
引
分
野
は
年
と
共
に
拡
大
を

示
し
８７た
」
と
い
う
。

会
社
設
立
時
の
役
員
を
見
て
み
る
と
、
大
正
一
三
年
刊
行
の
第
三
二
回
『
日
本
全

国
諸
会
社
役
員
８８録
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

取
締
役

友
岡
新
蔵
、
水
野
栄
三
郎
、
三
大
寺
正
一
郎
、

（
マ
マ
）

監
査
役

松
浦
三
郎
兵
衛
、
福
原
貞
蔵
、

取
締
役
の
う
ち
友
岡
新
蔵
は
、
明
治
初
年
に
東
京
勤
番
を
務
め
た
二
代
目
友
岡
小

兵
衛
の
家
８９系
を
ひ
く
三
代
目
友
岡
小
兵
衛
（
武
次
郎
）
の
長
男
で
あ
る
。
新
蔵
は
明

治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
生
ま
れ
。
同
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
頃
東
京
店
の
店
頭
を

退
役
し
て
別
家
と
な
り
、
准
勤
番
を
務
め
て
同
四
二
年
三
月
に
「
宿
這
入
り
」
す

る
。
同
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
父
武
次
郎
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
家
督
を
相
続
し

て
友
岡
家
の
四
代
目
と
な
っ
た
。
大
正
一
二
年
当
時
の
年
齢
は
四
三
歳
。

水
野
栄
三
郎
は
Ⅲ
章
２
節
で
東
京
勤
番
水
野
栄
次
郎
、
本
章
２
節
で
支
店
長
水
野

栄
三
郎
と
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
。
大
正
一
二
年
当
時
の
年
齢
は
五
八
歳
。

三
大
寺
正
一
郎
は
、
Ⅲ
章
２
節
で
は
京
都
勤
番
に
、
ま
た
本
章
２
節
で
は
顧
問
に

名
の
あ
が
っ
た
三
大
寺
正
八
の
長
男
で
あ
る
。
正
一
郎
は
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）

年
生
ま
れ
。
同
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
四
月
に
京
都
店
に
入
店
、
同
四
四
（
一
九
一

一
）
年
に
京
都
店
店
頭
に
就
任
、
退
役
年
は
不
明
だ
が
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
の

通
勤
別
家
の
中
に
大
（
大
黒
屋
）
正
一
郎
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
別
家
と
な
っ

た
の
は
大
正
二
、
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
大
正
一
二
年
当
時
の
年
齢
は
三
八
歳
。

こ
れ
ら
取
締
役
三
名
に
対
し
、
監
査
役
の
杉
浦
三
郎
兵
衛
（
㊟
松
浦
は
誤
植
と
思

わ
れ
る
）
は
杉
浦
家
一
〇
代
当
主
の
利
挙
（
大
正
一
二
年
当
時
四
八
歳
）、
そ
し
て
、

福
原
貞
蔵
は
本
章
２
節
で
紹
介
し
た
福
原
為
次
郎
（
大
正
一
二
年
当
時
五
四
歳
）
で

あ
る
。

Ⅳ
章
２
節
で
は
店
主
に
よ
る
勤
番
へ
の
経
営
の
委
任
、
す
な
わ
ち
、
所
有
と
経
営

の
分
離
を
象
徴
す
る
重
要
行
事
と
し
て
「
勘
定
」
を
取
り
上
げ
た
が
、
右
の
役
員
配

置
は
勤
番
が
経
営
を
担
当
し
、
店
主
は
経
営
内
容
を
監
査
す
る
と
い
う
経
営
委
任
の

伝
統
が
、
株
式
会
社
へ
の
改
組
後
も
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

杉
浦
家
当
主
の
監
査
役
就
任
は
、
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
か
ら
一
一
代
雅
太
郎

が
受
け
継
ぎ
、
同
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
に
雅
太
郎
が
死
去
し
た
後
は
再
び
父
の
一

〇
代
利
挙
が
引
き
継
い
で
、
同
三
三
（
一
九
五
八
）
年
の
利
挙
の
死
去
ま
で
続
け
ら

れ
た
。

Ⅵ

友
岡
・
三
大
寺
に
よ
る
経
営
体
制
の
構
築

１

社
内
に
お
け
る
両
家
の
地
位

こ
こ
で
は
㈱
杉
浦
商
店
、
そ
し
て
大
三
㈱
の
経
営
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
友

岡
・
三
大
寺
両
家
を
取
り
上
げ
る
。

第
８
表
は
、
㈱
杉
浦
商
店
と
大
三
㈱
の
役
員
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭

和
初
年
ま
で
の
重
役
陣
は
、
㈱
杉
浦
商
店
へ
の
改
組
時
に
取
締
役
で
あ
っ
た
友
岡
新

蔵
・
水
野
栄
三
郎
・
三
大
寺
正
一
郎
の
三
名
、
そ
し
て
水
野
の
引
退
後
は
、
友
岡
新

蔵
・
三
大
寺
正
一
郎
と
、
主
に
両
家
の
関
係
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

経
営
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
経
緯
を
見
て
み
よ
う
。
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出所 昭和 45年（1970）
『会社要覧』

昭和 50年（1975）
『会社要覧』

昭和 55年（1980）
『会社要覧』

商号 大三（株） 大三（株） 大三（株）
資本金
（株数1）

5,100万円
（発行株数 102万株）

同左
（同左）

同左
（同左）

目的 同左 同左 同左
役員 会長 友岡新蔵

社長 友岡金蔵
専務 友岡正孝
常務 三大寺照二
取締 三大寺良夫

中村金市
監査 友岡多加

会長 友岡金蔵
社長 友岡正孝
専務 三大寺照二
常務 三大寺良夫
取締 中村金市
監査 友岡多加

社長 友岡正孝
専務 三大寺照二
常務 三大寺良夫
取締 中村金市
監査 友岡金蔵

大株主 （千株）
友岡新蔵 208
友岡金蔵 149.5
三大寺さと 120
三大寺照二 118.5
友岡多加 90.5

（千株）
友岡金蔵 150
三大寺照二 128
三大寺さと 120
友岡多加 91

（千株）
三大寺照二 128
友岡多加 91

出所 昭和 60年版（1985）
『会社総鑑』

平成 2年（1990）
『会社要覧』

平成 5年版（1993）
『会社総鑑』

商号 大三（株） 大三（株） 大三（株）
資本金
（株数1）

同左
（同左）

同左
（同左）

同左
（同左）

目的 同左 同左。他に不動産部門を兼営 同左
役員 社長 友岡正孝

専務 三大寺照二
取締役 藤田豊和

木崎平八郎
監査役 三大寺良夫

中村金市

会長 三大寺照二
社長 友岡正孝
常務 藤田豊和
取締 木崎平八郎

松下 幹
三大寺 正

監査 三大寺良夫

（代）社長 友岡正孝
常務 藤田豊和

三大寺 正
取締役 木崎平八郎

松下 幹
友岡 孝

監査役 三大寺照二
大株主 （千株）

三大寺照二 157.5
友岡多加 92.5
松下 幹 79
友岡正孝 74
友岡金蔵 64.5
中村金市 61

（千株）
三大寺照二 157
友岡多加 91

（千株）
三大寺照二 147
友岡多加 105.8
松下 幹 88
社員持株会 85
友岡正孝 85
藤田豊和 73

出所 平成 11年版（1999）
『会社総鑑』

平成 15年（2003）
『会社要覧』 平成 16年（2004）

商号 大三（株） 大三（株） 大三（株）
資本金
（株数1）

同左
（同左）

同左
（同左）

同左
（－）

目的 同左 同左 不動産賃貸専業となる
役員 （代）社長 友岡正孝

常務 三大寺 正
友岡孝

取締 木崎平八郎
監査役 三大寺照二

代表取締役社長 友岡 孝
取締役会長 友岡正孝
専務取締役 木崎平八郎
取締役 八橋士朗

三大寺 正
常勤監査役 松下 幹

代表取締役社長 友岡 孝

大株主 （千株）
三大寺照二 144.5
松下 幹 88
友岡正孝 75.5
藤田豊和 73
木崎平八郎 70

（千株）３

三大寺すみ 152
社員持株会 125
友岡正孝 108
松下 幹 88
木崎平八郎 70
八橋士朗 68
横山吉五郎 51

―

出所：『銀行会社要録 附役員録』㈱東京興信所、『日本全国諸会社役員録』㈱商業興信所、『会社要覧』
（非上場会社版）ダイヤモンド社、『会社総鑑』（未上場会社版）日本経済新聞社、『日本職員録』
㈱人事興信所、『日本紳士録』㈶交詢社、『CD-ROM ダイヤモンド会社要覧 2003』（全上場・全店
頭登録・非上場会社版）、ダイヤモンド社。
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第 8表 役員および、大株主（昭和 27年以降）の推移

出所 大正 13年（1924）第 32回
『日本全国諸会社役員録』
上編 東京府之部 株式会社

昭和 4年（1929）刊行
第 33版

『銀行会社要録 附役員録』

昭和 10年（1935）改正
第 39版

『銀行会社要録 附役員録』
商号 株式会社 杉浦商店

（大正 12年 12月設立）
株式会社 杉浦商店 株式会社 杉浦商店

資本金
（株数1）

20万円（払込済）1株 50円
（記載なし）

払込金 30万円
（6,000株）

100万円 払込 65万円
（2万株）

目的 内外織物服装品委託販売加工 内外毛織物並服装品売買 同左
役員 取締役 友岡新蔵

同 水野栄三郎
同 三大寺正一郎

（ママ）

監査役 松浦三郎兵衛
同 福原貞蔵

代表取締役 水野栄三郎
取締役 友岡新蔵

三大寺正一郎
監査役 杉浦三郎兵衛

福原貞蔵

代表取締役 友岡新蔵
水野栄三郎

取締役 三大寺正一郎
松井寛治

監査役 杉浦雅太郎
友岡金蔵

大株主 ― ― ―
出所 昭和 17年（1942）刊行

第 46版『日本紳士録 附録
全国主要銀行会社職員録』

昭和 24年版（1949）
『日本職員録』

昭和 27年版（1952）
『日本職員録』

商号 株式会社 杉浦商店 大三（株）
（昭和 19年 6月に社名変更）

大三（株）

資本金
（株数1）

100万円払込 65万円
（記載なし）

100万円払込 65万円
（2万株）

2,000万円
（発行済株数 40万株）

目的 同左 絹人絹綿スフ織物内地向卸売 各種織物及既製品卸売
役員 社長 友岡新蔵

常務 三大寺正一郎
取締 友岡金蔵
監査 杉浦雅太郎

社長 友岡新蔵
専務 三大寺正一郎
常務 友岡金蔵
取締 小澤福三郎

会長 友岡新蔵
社長 三大寺正一郎
専務 友岡金蔵
取締役 広瀬英利

松下 亮
谷川國雄
三大寺照二

監査役 松井春生
杉浦三郎兵衛

大株主

― ―

（千株）
友岡新蔵 82.8
三大寺正一郎 50
友岡金蔵 44.4
広瀬英利 40

出所 昭和 31年（1956）
第 6版『日本職員録』

昭和 36年版（1961）
『会社総鑑』

昭和 40年版（1965）
『会社総鑑』

商号 大三（株） 大三（株） 大三（株）
資本金
（株数1）

2,000万円
（授権 40万株 発行 40万株）

2,000万円
（記載なし）

5,100万円
（授権株数 400万株）

目的 同左 各種織物の卸売 同左
役員 社長 友岡金蔵

取締役 松下 亮
谷川国雄
三大寺照二
友岡正孝

監査役 三大寺正一郎
杉浦三郎兵衛

相談役 友岡新蔵

会長 友岡新蔵
社長 友岡金蔵
常務 三大寺照二
取締 友岡正孝

鈴木庄治
監査 友岡多加

松下 亮

会長 友岡新蔵
社長 友岡金蔵
常務 三大寺照二

友岡正孝
取締 三大寺良夫

友岡寿彦
鈴木庄治

監査 友岡多加
大株主 （千株）

友岡新蔵 同左
三大寺正一郎 同左
友岡金蔵 同左
広瀬英利 同左

（千株）
友岡新蔵 82
友岡金蔵 44２

三大寺さと 5

（千株）
友岡新蔵 208
友岡金蔵 162
三大寺さと 130
三大寺照二 116
友岡多加 83

注 1 株数は使用した資料により表記方法が異なり、記載されていない場合もある。
2 三大寺さとは、三大寺正一郎の妻。
3 三大寺すみは、三大寺照二の妻。
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第
３
図
に
、
㈱
杉
浦
商
店
と
大
三
㈱
の
役
員
に
名
が
見
え
る
友
岡
・
三
大
寺
両
家

と
そ
の
関
係
者
の
家
系
図
を
示
し
た
。

ま
ず
、
友
岡
家
に
関
し
て
は
Ⅲ
章
２
節
で
も
述
べ
た
が
、
初
代
友
岡
小
兵
衛
は
天

保
期
に
江
戸
勤
番
、
嘉
永
期
に
京
勤
番
を
務
め
た
。
大
黒
屋
で
江
戸
・
京
両
店
の
勤

番
を
務
め
た
人
物
は
数
例
し
か
確
認
で
き
ず
、
こ
の
こ
と
は
初
代
小
兵
衛
が
経
営
実

務
に
通
暁
し
た
有
能
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
二
代
目
小
兵

衛
も
明
治
初
年
に
東
京
勤
番
を
務
め
た
。
三
代
目
小
兵
衛
に
つ
い
て
は
大
黒
屋
で
の

勤
務
の
有
無
が
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
の
三
代
目
の
長
男
が
四
代
目
の
新
蔵
で

あ
る
。

友
岡
新
蔵
は
「
敏
腕
重
９０厚
」
と
評
さ
れ
、
新
蔵
が
取
締
役
社
長
に
就
９１任
後
の
㈱
杉

浦
商
店
は
、「
業
礎
は
弥
々
固
く
業
績
頓
に
目
覚
し
き
発
展
を
遂
げ
る
に
至
つ
９２た
」

と
さ
れ
る
。
五
代
目
の
友
岡
金
蔵
は
三
大
寺
正
八
の
三
男
で
、
正
一
郎
の
弟
に
あ
た

る
。
金
蔵
の
友
岡
家
へ
の
養
子
入
９３家
は
、
㈱
杉
浦
商
店
に
お
け
る
友
岡
・
三
大
寺
両

家
主
導
の
経
営
体
制
を
構
築
し
、
以
後
の
友
岡
家
を
中
心
と
す
る
同
族
経
営
を
決
定

づ
け
た
点
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

金
蔵
は
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
生
ま
れ
。
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
早
稲

田
実
業
を
卒
業
し
て
同
年
杉
浦
商
店
に
入
９４店
。
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
に
監
査

９５役
、
同
一
一
年
に
は
取
締
役
に
就
任
し
た
。
大
黒
屋
は
明
治
期
に
は
高
等
教
育
や
専

門
教
育
の
修
了
者
を
採
用
し
て
お
ら
９６ず
、
大
正
一
二
年
の
㈱
杉
浦
商
店
改
組
時
の
重

役
陣
も
、
友
岡
・
水
野
・
三
大
寺
ら
経
験
的
熟
練
の
蓄
積
に
よ
り
高
い
経
営
能
力
を

身
に
付
け
た
人
々
で
構
成
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
友
岡
金
蔵
の
取
締
役
就
任
は
専
門
教

育
修
了
者
の
最
初
の
経
営
参
加
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
社
内
に
こ
う
し
た
人
材
を
経

営
戦
力
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
様
子
を
垣
間
見
せ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
金
蔵
の
妻
多
加
（
友
岡
新
蔵
の
娘
。
大
正
二
年
生
）
も
、
昭
和
三
五
〜

五
〇
（
一
九
六
〇
〜
七
五
）
年
ま
で
監
査
役
を
務
め
た
。
六
代
目
に
あ
た
る
金
蔵
の

せ
い
こ
う

長
男
友
岡
正
孝
は
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
生
ま
れ
。
同
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
慶

大
経
卒
後
、
大
三
㈱
に
入
社
。
同
四
六
（
一
九
七
一
）
年
社
長
、
平
成
一
三
（
二
〇

〇
一
）
年
会
長
に
就
任
。
ま
た
、
昭
和
四
〇
年
の
取
締
役
に
名
の
見
え
る
友
岡
寿
彦

（
立
命
館
大
経
済
卒
）
は
、
正
孝
の
妹
和
子
の
夫
で
あ
る
。
正
孝
の
長
男
孝
（
昭
和

三
七
年
生
）
は
、
同
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
に
大
学
（
慶
大
経
）
を
卒
業
し
て
平
成

初
代

�
代

�
代

友
岡
小
兵
衛
│
│
友
岡
小
兵
衛
│
│
友
岡
小
兵
衛
│
│
│
│
┘─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
└

──

�
代（
長
男
）

�
代（
養
子
）

�
代（
長
男
）

�
代（
長
男
）

┌
│
新

蔵

│
│
金

蔵

│
┤
│
正

孝

│
│

孝

─

‖

──

（
新
蔵
の
娘
）

（
正
孝
の
妹
）

多

加

┌
│
和

子
‖

友
岡
寿
彦

初
代

�
代（
次
男
）

�
代（
長
男
）

�
代（
長
男
）

三
大
寺
正
八
│
┤
│
正
一
郎

│
│
照

二

│
│

正

───
（
三
男
）

┬
│
金

蔵

───
（
長
女
）

┌
│

幸‖
小
澤
福
三
郎

第
３
図

友
岡
家
と
三
大
寺
家
の
家
系
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二
（
一
九
九
〇
）
年
大
三
㈱
に
入
社
、
同
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
は
代
表
取
締
役

社
長
に
就
任
し
て
い
る
。

次
に
三
大
寺
家
で
あ
る
が
、
三
大
寺
正
八
に
つ
い
て
は
Ⅲ
章
２
節
で
、
正
一
郎
に

つ
い
て
は
Ⅴ
章
３
節
に
経
歴
を
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
そ
し
て
、
正
一

て
る
じ

郎
の
弟
が
、
友
岡
家
に
養
子
入
家
し
た
金
蔵
で
あ
る
。
正
一
郎
の
長
男
照
二
は
大
正

一
三
（
一
九
二
四
）
年
生
ま
れ
。
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
大
学
（
慶
大
経
）

を
卒
業
し
て
大
三
㈱
の
取
締
役
と
な
る
。
同
年
一
月
よ
り
他
社
に
勤
め
、
そ
の
後
大

三
㈱
に
入
社
。
同
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
常
務
、
同
四
八
（
一
九
七
三
）
年
専
務
、

同
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
会
長
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
監
査
役
に
就
任
。
ま

た
、
照
二
の
長
男
正
（
昭
和
三
一
年
生
）
は
、
大
学
（
中
央
大
文
）
卒
業
後
塚
本
商

事
に
勤
務
、
そ
の
後
大
三
㈱
に
入
社
し
て
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
に
は
取
締

役
、
そ
の
後
も
常
務
、
取
締
役
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。

さ
て
、
友
岡
・
三
大
寺
両
家
は
㈱
杉
浦
商
店
、
大
三
㈱
の
大
株
主
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
気
に
な
る
の
が
㈱
杉

浦
商
店
に
お
け
る
出
資
状
況
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
把
握
す
る
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
た
だ
、
両
者
が
大
株
主
と
な
っ
た
契
機
と
し
て
杉
浦
家
か
ら
の
株
式
の

分
与
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
次
で
は
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
史
料
を
示
し
て
お
く
。

２

別
家
に
よ
る
出
資

ま
ず
、
杉
浦
家
の
資
産
状
況
や
会
社
の
所
有
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

㈱
杉
浦
商
店
設
立
前
の
社
会
・
経
済
状
況
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
大
正
九
（
一
九

二
〇
）
年
に
戦
後
恐
慌
が
発
生
し
、
同
一
二
年
に
は
関
東
大
震
災
が
起
こ
る
と
い
う

混
乱
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
も
震
災
当
時
、
株
式
会
社
に
改
組
前
の
杉
浦
商
店
で
は

新
社
屋
を
建
築
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
罹
災
に
よ
る
経
済
的
損
失
は
か
な
り
の
額
に
の

ぼ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
当
時
の
杉
浦
家
の
資
産
状
況
を
調
べ
て

み
る
と
、
大
正
一
〇
年
（
調
査
年
月
大
正
九
年
八
月
）、
お
よ
び
同
一
四
年
（
調
査

年
月
大
正
一
四
年
四
月
）
の
『
商
工
資
産
信
用
録
』
で
、
杉
浦
三
郎
兵
衛
の
正
味
身

代
は
最
上
位
の
「
Ｇ
」（
一
〇
〇
万
円
以
上
）
に
格
付
け
さ
れ
て
お
９７り
、
震
災
後
も

杉
浦
家
は
相
当
の
資
力
を
保
持
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
㈱
杉
浦
商
店
設
立
後
の
大
正
一
四
年
の
『
商
工
資
産
信
用
録
』
に
は
、
杉

浦
三
郎
兵
衛
（
㊟
一
〇
代
利
挙
を
指
す
）
の
名
前
の
上
に
、「
会
社
組
織
ナ
ル
モ
個

人
営
業
ニ
均
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
を
意
味
す
る
印
が
付
さ
れ
て
お
９８り
、
㈱
杉
浦
商
店
を

杉
浦
三
郎
兵
衛
の
所
有
す
る
会
社
と
し
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
一
二
・
一
四
・
一
六

年
の
『
人
事
興
信
録
』
で
杉
浦
三
郎
兵
衛
を
、「
杉
浦
商
店
代
表
取
締
９９役
」、
同
一
八

年
に
は
「
杉
浦
商
店
代

１００表
」
と
し
て
い
る
が
、
第
８
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
杉
浦

三
郎
兵
衛
（
一
〇
代
利
挙
）
は
一
度
も
㈱
杉
浦
商
店
の
取
締
役
に
は
就
い
て
お
ら

ず
、
就
い
た
の
は
監
査
役
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一
〇
年
か
ら
は
長
男
雅
太
郎
が
そ

れ
を
受
け
継
い
だ
。
と
も
か
く
昭
和
一
〇
年
代
に
は
、
杉
浦
家
は
㈱
杉
浦
商
店
の
所

有
者
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
８
表
の
下
段
に
示
し
た
大
株
主
と
し
て
の
友
岡
・

三
大
寺
両
家
の
存
在
で
あ
る
。
両
者
の
所
有
株
数
は
今
の
と
こ
ろ
昭
和
二
七
年
以
降

の
も
の
し
か
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
両
者
は
㈱
杉
浦
商
店
へ
の
改
組
以
降
、
何
ら

か
の
方
法
で
同
社
の
株
式
を
入
手
し
、
そ
の
後
所
有
株
数
を
増
や
し
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
別
家
制
度
の
廃
止
時
│
│
今
の
と
こ
ろ
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大
黒
屋
の
別
家
制
度
は
㈱
杉
浦
商
店
開
設
時
に
廃
止
さ
れ
た
と
見
て
い
る
ー
に
お
け

る
杉
浦
家
か
ら
の
株
式
の
分
与
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
商
家
の
事
例

１０１か
ら
も
類
推
が

可
能
で
、
杉
浦
家
の
場
合
、
本
家
に
よ
る
別
家
の
家
産
の
管
理
（
Ⅱ
章
３
節
）
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
別
家
制
度
廃
止
時
に
そ
れ
ら
が
株
式
に

切
り
替
え
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

さ
ら
に
、
別
家
の
資
産
が
明
治
期
に
も
本
家
で
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と

な
る
の
が
、
史
料
２
の
「
御
歎
願

１０２書
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
小
兵
衛
（＝

大
黒
屋
小

兵
衛
）、
つ
ま
り
友
岡
小
兵
衛
か
ら
大
黒
屋
店
主
杉
浦
三
郎
兵
衛
と
支
配
人
宛
に
差

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
代
目
友
岡
小
兵
衛
は
明
治
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の

で
、
こ
の
差
出
人
は
三
代
目
小
兵
衛
（
明
治
四
四
年
没
）
と
見
ら
れ
る
。
文
面
か
ら

大
黒
屋
に
は
友
岡
小
兵
衛
家
か
ら
の
か
な
り
の
額
の
「
預
け
金
」
が
存
在
し
た
こ

と
、
そ
し
て
、
当
時
の
友
岡
家
に
は
株
式
を
購
入
す
る
よ
う
な
手
持
ち
資
金
の
な
い

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
友
岡
家
か
ら
の
「
預
け
金
」
が
株
式
に
切
り
替
え

ら
れ
、
そ
れ
を
四
代
目
新
蔵
が
相
続
し
、
そ
の
後
買
い
増
し
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
株

数
を
増
や
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
点
を
裏
付
け
る
史
料
な
ど

の
用
意
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
「
御
歎
願
書
」
の
紹
介
に
留
め
、
今
後
の
検
討
課

題
と
し
た
い
。

３

㈱
大
三
へ
の
社
名
変
更

だ
い
さ
ん

昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
六
月
、
株
式
会
社
杉
浦
商
店
は
大
三
株
式
会
社
へ
社

名
変
更
す
る
。
大
三
と
は
創
業
以
来
の
屋
号
大
黒
屋
の
頭
文
字
「
大
」
と
、
歴
代
当

主
の
名
三
郎
兵
衛
の
頭
文
字
「
三
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
、「
社
主
三
郎
兵
衛
利
挙
（
一
〇
代
）
は
相
談
役
に

１０３退
」
い
た
と
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
社
名
を
一
新
し
た
翌
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
二
月
に
一
一
代
杉
浦
雅
太
郎
が

三
九
歳
の
若
さ
で
逝
去
す
る
。
雅
太
郎
の
長
男
利
之
は
ま
だ
一
六
歳
、
父
の
一
〇
代

利
挙
は
七
〇
歳
の
高
齢
に
達
し
て
い
た
。
で
は
、
大
三
㈱
は
戦
後
の
混
乱
期
を
ど
の

よ
う
に
乗
り
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
後
の
大
三
㈱
の
経
営
は
、
ま
ず
役
員
人
事
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
㈱
杉
浦
商
店

に
改
組
後
の
役
員
人
事
は
す
べ
て
内
部
昇
進
に
よ
る
も
の
で
、
外
部
か
ら
学
卒
の
専

（
史
料
２
）

御
歎
願
書

一

先
代
ヨ
リ
御
預
ヶ
金
之
内
、
明
治
拾
年
以
来

私
義

毎
半
期
金
三
拾
五
円
宛
、
其
他
臨
時
多
額
之
金
員
（
消
ヵ
）

再
三
三
御
下
ヶ
渡
相
願
、
御
蔭
ヲ
以
テ
一
家
家
相
続

致
シ
来
リ
難
有
仕
合
ニ
存
候
、
然
ル
ニ
今
回
田
地

買
得
致
シ
度
候
ニ
付
、
一
時
ニ
金
貮
百
五
拾
円
也
特
別

ヲ
以
テ
御
下
ケ
渡
シ
被
下
度
奉
懇
願
候
、
尚
其
上
ニ

甚
御
願
申
上
兼
候
得
共
、
家
族
ニ
病
身
多
ク
一
家

之
生
計
ニ
困
難
仕
候
ニ
付
、
特
別
ヲ
以
テ
来
ル
明
治
二
拾

九
年
ヨ
リ
仝
四
拾
八
年
迄
廿
ヶ
年
間
、
年
々
金
三
拾
円

宛
一
月
ニ
御
下
ヶ
渡
シ
被
成
下
候
得
者
、
家
族
一
同
難
有

仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
奉
懇
願
候
、
偏
ニ
御
聞
済
之
程
奉

御
願
申
上
候

大

小
兵
衛

明
治
廿
八
年
一
月
廿
八
日

杉
浦
三
郎
兵
衛
様

御
支
配
人
様
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門
経
営
者
を
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
動
き
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
終
戦
直
後
の
重
役

陣
は
不
明
だ
が
、
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
以
降
の
重
役
陣
（
第
８
表
参
照
）
で

目
の
引
く
の
が
外
部
か
ら
の
重
役
の
招
請
で
あ
る
。

そ
の
一
人
、
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
の
取
締
役
に
名
の
見
え
る
小
澤
福
三

１０４郎

は
三
大
寺
正
一
郎
の
妹
幸
の
夫
で
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
慶
応
大
学
理
財

科
を
卒
業
し
て
住
友
銀
行
・
大
阪
屋
商
店
（
取
締
役
）・
野
村
総
本
店
・
野
村
合
名

会
社
理
事
な
ど
の
経
歴
を
持
つ
。
小
澤
は
㈱
大
三
の
取
締
役
に
就
任
す
る
前
に
、
昭

和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
一
〇
月
㈱
大
三
洋
行
（
Ⅰ
章
１
節
参
照
）
設
立
時
に
も
同

社
の
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
れ
は
㈱
大
三
洋
行
が
中
国
南
京
市
に
事
業
所
を

置
い
た
た
め
、
小
澤
の
株
式
会
社
徳
泰
公

１０５司
（
中
国
大
連
市
）
社
長
と
し
て
の
経
歴

が
か
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
㈱
大
三
洋
行
取
締
役
に
就
任
時
の
小
澤
は
四
三
歳

の
壮
年
期
で
あ
っ
た
が
、
大
三
㈱
の
取
締
役
就
任
時
に
は
六
七
歳
に
達
し
て
お
り
、

大
三
㈱
で
の
小
澤
は
経
営
を
主
動
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
長
年
の
幅
広
い
経
験

か
ら
経
営
に
助
言
を
与
え
る
の
が
主
た
る
役
目
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
同
二
四
年
取
締
役
に
就
任

１０６し
た
広
瀬
英
利
は
就
任
当
時
三
六
歳
。

広
瀬
は
中
央
大
学
英
法
文
科
卒
業
後
、
大
蔵
省
理
財
局
に
入
局
し
、
そ
の
後
数
社
で

要
職
を
務
め
た
経
歴

１０７を
持
つ
。

大
三
㈱
の
経
営
に
外
部
か
ら
学
卒
の
専
門
経
営
者
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

戦
後
の
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
、
こ
の
両
名
以
外
で
重
役
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
人
々
は

内
部
昇
進
組
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
昭
和
二
四
年
に
総
務
部
長
を
務

め
た
松
下
亮
、
絹
人
絹
部
長
の
谷
川
國
雄
、
総
理
部
長
の
三
大
寺
良
夫
な
ど
で
、
一

九
七
〇
年
代
〜
九
〇
年
代
に
か
け
て
役
員
に
名
の
見
え
る
藤
田
豊
和
・
木
崎
平
八
郎

も
出
身
校
（
滋
賀
県
高
島
高
校
卒
）
か
ら
見
て
社
内
の
昇
格
組
と
考
え
ら
れ
る
。

大
三
㈱
の
経
営
状
態
に
も
触
れ
て
お
く
と
、
小
澤
や
広
瀬
の
入
社
し
た
昭
和
二
四

年
に
は
二
一

１０８名
で
あ
っ
た
従
業
員
数
は
同
二
七
（
一
九
五
二
）
年
に
は
七
二

１０９名
と
、

わ
ず
か
三
年
で
約
三
・
五
倍
に
増
え
て
お
り
、
同
社
の
急
成
長
ぶ
り
が
窺
え
る
。
そ

の
後
も
従
業
員
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
一
九
六
〇
年
代
〜
七
〇
年
代
前
半
の

一
〇
〇
名
の
ピ
ー
ク
に
、
七
〇
年
代
後
半
〜
九
〇
年
代
前
半
に
は
六
〇
名
程
度
に
減

少
し
、
九
〇
年
代
後
半
以
降
は
三
〇
名
程
度
と
な

１１０る
。
売
上
高
も
一
九
六
〇
年
以
降

順
調
に
伸
展
し
、
九
〇
年
代
前
半
に
は
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
九
〇
年
代
後
半
に
は

徐
々
に
減
少
傾
向
を
た
ど

１１１る
。
こ
う
し
て
大
三
㈱
は
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年

に
は
織
物
卸
業
を
止
め
て
不
動
産
賃
貸
専
業
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
る
。

お

わ

り

に

こ
こ
ま
で
大
黒
屋
に
お
け
る
別
家
へ
の
経
営
委
任
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

大
黒
屋
で
は
四
代
の
頃
に
別
家
へ
の
経
営
委
任
が
勤
番
の
制
度
と
し
て
確
立
し
、

制
度
は
明
治
以
降
も
継
続
さ
れ
、
大
正
中
頃
に
は
重
役
制
度
へ
移
行
し
た
。

大
黒
屋
で
明
治
以
降
も
経
営
能
力
の
高
い
勤
番
が
輩
出
さ
れ
た
の
は
、
制
度
の
設

置
当
初
か
ら
勤
番
の
登
用
に
経
験
重
視
・
能
力
主
義
の
方
針
を
と
り
、
勤
番
の
質
の

維
持
や
向
上
に
も
努
め
た
成
果
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
勤
番
の
明
治
初

期
の
経
営
姿
勢
に
消
極

１１２的
で
保
守
的
な
面
が
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
維
新
後
の
経
済

・
社
会
情
勢
の
激
変
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
も
、
な
お
店
舗
や
資
産
を
先
代
か
ら
の

「
預
り
物
」
と
心
得
て
、
経
営
の
安
定
と
資
産
の
維
持
を
最
優
先
す
る
経
営
の
伝
統
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が
受
け
継
が
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
明
治

初
期
に
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
大
黒
屋
の
経
営
状
態
は
、
中
期
以
降
は
順
調
に
進
展

し
、
明
治
末
年
に
は
海
外

１１３へ
も
商
域
を
広
げ
て
経
営
に
新
局
面
が
見
ら
れ
た
。

大
黒
屋
の
経
営
を
一
転
さ
せ
た
の
は
関
東
大
震
災
へ
の
罹
災
で
あ
っ
た
。
震
災
後

に
改
組
さ
れ
た
㈱
杉
浦
商
店
で
は
、
取
締
役
に
就
任
し
た
友
岡
新
蔵
ら
に
よ
る
事
業

の
多
角
化
が
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
友
岡
は
、
友
岡
・
三
大
寺
両
家

に
よ
る
経
営
体
制
を
構
築
し
、
両
家
の
結
束
の
象
徴
と
も
い
え
る
三
大
寺
金
蔵
を
後

継
者
と
し
た
。

罹
災
を
第
一
の
画
期
と
す
れ
ば
、
昭
和
一
九
年
の
大
三
㈱
へ
の
社
名
変
更
と
翌
二

〇
年
の
一
一
代
目
の
死
去
は
第
二
の
画
期
で
あ
っ
た
。
同
二
四
年
に
友
岡
新
蔵
は
学

卒
の
専
門
経
営
者
小
澤
福
三
郎
と
広
瀬
英
利
を
取
締
役
に
迎
え
る
が
、
そ
の
後
の
同

社
は
時
勢
に
も
乗
っ
て
著
し
い
進
展
を
遂
げ
て
お
り
、
両
名
の
招
請
は
同
社
の
躍
進

の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
杉
浦
家
の
家
業
は
、
別
家
の
家
系
に
連
な
る
友
岡
家
と
三
大
寺
家
に
よ

っ
て
同
族
会
社
と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
大
三
」
の
社
名
は
、
友
岡
・

三
大
寺
両
家
が
大
株
主
と
な
っ
た
以
降
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
業
祖
に
対
す

る
畏
敬
の
念
と
も
、
来
年
創
業
三
五
〇
年
を
迎
え
る
老
舗
の
継
承
者
と
し
て
の
自
負

と
自
覚
の
表
徴
と
も
受
け
取
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
同
社
の
経
営
理
念
の
底
流
に
「
預

り
物
」
の
精
神
が
、
今
な
お
生
き
続
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

注１

安
岡
重
明
「
近
世
商
家
雇
用
制
度
の
解
体
過
程
」（
中
川
敬
一
郎
編
『
企
業
経
営
の
歴

史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
四
〇
ペ
ー
ジ
。

２

末
永
國
紀
「
近
江
商
人
の
近
代
商
業
資
本
へ
の
転
化
過
程
」（
安
岡
重
明
・
藤
田
貞
一

郎
・
石
川
健
次
郎
編
著
『
近
江
商
人
の
経
営
遺
産
│
そ
の
再
評
価
│
』
同
文
舘
出
版
、

一
九
九
二
年
）
一
八
〇
ペ
ー
ジ
。（
の
ち
、
末
永
國
紀
『
近
代
近
江
商
人
経
営
史
論
』

有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
。
三
五
九
ペ
ー
ジ
）。
西
川
は
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
に

株
式
組
織
に
改
組
。

３

末
永
、
前
掲
論
文
、
一
八
一
〜
一
八
二
ペ
ー
ジ
。（
末
永
、
前
掲
書
、
三
五
九
〜
三
六

〇
ペ
ー
ジ
）。
稲
西
は
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
に
株
式
会
社
に
改
組
。

４

安
岡
重
明
、
前
掲
論
文
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

５

大
三
㈱
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）http

://daisan.gr.jp(2012/1/4)

。

６

大
正
七
年
八
月
一
日
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」（
出
所
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵

「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
４３５
）。
な
お
、「
重
役
」
と
い
う
用
語
自
体
は
、「
重
役
之

身
分
と
し
て
」（「
日
記
」（
府
資
）
明
治
一
〇
年
九
月
二
日
の
条
）
と
か
、「
何
事
も

重
役
ト
相
談
し
」（
同
、
明
治
九
年
八
月
二
七
日
の
条
）
な
ど
、「
重
き
役
目
の
者
」

と
い
う
意
味
で
明
治
期
に
も
勤
番
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

７

第
三
二
回
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
㈱
商
業
興
信
所
発
行
、
大
正
一
三
年
、
三

〇
二
ペ
ー
ジ
。

８

大
黒
屋
か
ら
杉
浦
商
店
へ
の
商
号
変
更
は
大
正
以
降
と
見
ら
れ
る
が
、
明
確
な
時
期

は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
現
時
点
で
は
、
大
正
七
年
の
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」
の

記
述
を
も
っ
て
商
号
が
変
更
さ
れ
た
と
し
て
お
く
。
な
お
、
商
標
登
録
に
関
し
て
は
、

マ
マ

「
大

商
標
登
禄

木
綿
織
物
ニ
使
用
二
十
年
間
専
用
権
、
右
明
治
二
八
年
二
月
一
八

日
農
商
務
省
願
済
相
成
候
事
」（「
日
記
」（
同
経
）
明
治
二
八
年
二
月
二
七
日
の
条
）

と
さ
れ
る
。

９

日
本
織
物
新
聞
社
編
纂
部
編
纂
『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
日
本
織
物

新
聞
社
、
一
九
四
〇
年
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。「
主
要
団
体
会
社
商
店
の
沿
革
と
現
勢

（
関
東
北
地
方
之
部
）」。

１０

藤
田
彰
典
「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
奉
公
人
制
度
（
２
）」『
中
京
学
院
大
学
研

究
紀
要
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
。
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

１１

前
掲
、『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

１２

前
掲
、
第
三
二
回
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』、
三
〇
二
ペ
ー
ジ
。

１３

第
二
八
版
『
帝
国
銀
行
会
社
要
録
』
㈱
帝
国
興
信
所
、
昭
和
一
五
年
刊
行
。
東
京
府
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会
社
二
一
三
ペ
ー
ジ
。

１４

藤
田
、
前
掲
論
文
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

１５

前
掲
、
大
三
㈱
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

１６

同
右
。

１７

宮
本
又
郎
「
近
代
移
行
期
に
お
け
る
商
家
・
企
業
家
の
盛
衰
」『
同
志
社
商
学
』
第
五

〇
巻
第
五
・
六
号
、
一
九
九
九
年
三
月
。
五
四
六
ペ
ー
ジ
の
第
４
表
。

１８

大
黒
屋
の
江
戸
期
の
別
家
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
植
田
知
子
「
京
都
商
人
杉
浦

大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七

八
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。
お
よ
び
、
植
田
知
子
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
２
）

│
勤
番
に
関
す
る
検
討
│
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七

九
号
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
。
を
参
照
さ
れ
た
い
。

１９

大
黒
屋
又
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
植
田
知
子
「（
研
究
ノ
ー
ト
）
大
黒
屋
又
兵
衛
に
関
す

る
研
究
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
八
二
号
、
二
〇
〇
八

年
一
一
月
。
お
よ
び
、
植
田
知
子
「
幕
末
維
新
期
の
大
黒
屋
又
兵
衛
」『
社
会
科
学
』

（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
八
五
号
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
。
を
参
照
さ
れ

た
い
。

２０

坂
江
吉
右
衛
門
が
分
家
と
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文
、「
杉
浦
大

黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）」
一
九
ペ
ー
ジ
の
注
７
参
照
。

２１
「
無
題
」（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）。

２２
「
道
有
様
御
書
翰
之
写
」（
出
所：

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理

番
号
４４２
）
の
中
で
二
代
道
有
は
、
浄
仙
が
遊
興
や
仏
事
に
浪
費
し
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

２３

岩
内
誠
一
『
教
育
家
と
し
て
の
石
田
梅
岩
』
立
命
館
出
版
部
、
一
九
三
四
年
。
二
八

二
ペ
ー
ジ
。

２４
「
定
目
二
十
五
箇
條
」（
出
所：

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番

号
４４７
）

２５

墓
碑
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文
「（
研
究
ノ
ー
ト
）
大
黒
屋
又
兵
衛
に
関
す
る

研
究
」
一
六
ペ
ー
ジ
の
註
（
４
）
参
照
。

２６

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
４３９
。

２７

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
４４０
。

２８

残
存
史
料
と
は
、「
杉
浦
家
文
書
」（
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
）、「
杉

浦
家
文
書
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
）、「
京
都
商
家
文
書
」（
同
志
社
大
学
経
済

学
部
所
蔵
）
な
ど
を
指
す
。

２９
「
登
り
」
の
制
度
は
、
近
江
商
人
・
伊
勢
商
人
・
京
商
人
な
ど
に
見
ら
れ
た
昇
進
に
関

わ
る
制
度
で
、
入
店
後
の
勤
続
年
数
に
従
っ
て
奉
公
人
に
一
定
期
間
、
在
所
で
の
休

暇
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。「
登
り
」
を
無
事
済
ま
せ
る
こ
と
は
昇
進
階
梯
を
一
段
上

っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
大
黒
屋
で
は
初
登
・
二
度
登
・
三
度
登
が
行
わ
れ
た
。
退
役

登
は
支
配
役
の
退
役
者
が
行
う
も
の
で
、
該
当
者
は
一
連
の
行
事
（
京
店
で
の
店
主

へ
の
挨
拶
・
在
所
へ
の
帰
郷
・
京
店
で
の
祝
儀
な
ど
）
を
済
ま
せ
る
と
別
家
と
な
っ

た
。

３０
「
勤
番
之
役
儀
」
と
い
う
文
言
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
「
相
認
メ
置
申
候
一

札
之
事
」（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）
と
い

う
文
書
の
中
に
見
え
る
。
明
和
八
年
は
大
黒
屋
四
代
の
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
勤

番
の
制
度
は
少
な
く
と
も
四
代
の
頃
ま
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ

る
。

３１

植
田
知
子
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
京
店
の
店
員
組
織
・
職
制
・
昇
進
│
江
戸
後
期

の
事
例
か
ら
ー
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七
二
号
、
二

〇
〇
四
年
二
月
。
二
二
〜
二
五
ペ
ー
ジ
。

３２

植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）」
四
ペ
ー
ジ
。
こ
れ

は
「
日
記
」（
府
資
）
や
そ
の
他
の
残
存
史
料
か
ら
確
認
で
き
た
江
戸
期
の
別
家
総
数

で
あ
る
。「
日
記
」（
府
資
）
は
四
代
宗
仲
が
書
き
始
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
初
代

〜
三
代
頃
に
別
家
と
な
り
四
代
の
頃
ま
で
に
廃
家
・
没
落
し
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
な
お
、
大
黒
屋
で
は
明
治
以
降
も
別
家
を
輩
出
し
て
い
る
。

３３
「
そ
の
他
」
に
は
特
殊
な
事
情
に
よ
り
「
准
別
家
」
を
許
さ
れ
た
三
名
と
、
支
配
役
在

職
中
に
死
亡
し
た
一
名
を
含
む
。

３４

植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）」
五
ペ
ー
ジ
の
表

１
。

３５

初
代
格
・
二
代
目
格
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度

（
２
）│
勤
番
に
関
す
る
検
討
│
」
二
二
〜
二
三
頁
を
参
照
。

３６

植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
１
）」
お
よ
び
、「
杉
浦
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大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
２
）│
勤
番
に
関
す
る
検
討
│
」
を
参
照
。

３７

江
戸
期
の
大
黒
屋
で
は
京
店
（
本
店
）
が
岐
阜
・
大
坂
店
を
、
江
戸
石
町
店
が
江
戸

本
所
店
を
管
理
す
る
分
掌
体
制
が
採
ら
れ
て
お
り
、
勤
番
に
関
し
て
も
京
店
詰
め
の

京
勤
番
と
江
戸
石
町
店
詰
め
の
江
戸
勤
番
の
職
責
は
他
の
三
店
の
勤
番
よ
り
も
重
か

っ
た
。
さ
ら
に
、
京
勤
番
は
大
黒
屋
全
体
を
統
轄
管
理
し
、
そ
の
他
に
杉
浦
家
家
内

や
大
黒
屋
一
統
に
関
わ
る
諸
事
も
担
当
し
た
た
め
そ
の
職
責
は
非
常
に
重
い
も
の
で

あ
っ
た
。

３８

植
田
、
前
掲
論
文
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
２
）│
勤
番
に
関
す
る
検
討
│
」
二

四
〜
二
五
ペ
ー
ジ
。

３９

植
田
知
子
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
雇
用
と
昇
進
│
江
戸
後
期
〜
明
治
初
期
│
」

（
安
岡
重
明
編
著
『
近
代
日
本
の
企
業
者
と
経
営
組
織
』
同
文
舘
出
版
、
二
〇
〇
五

年
）。
二
六
〇
ペ
ー
ジ
の
表
８
・
２
参
照
。

４０

江
戸
期
の
勤
番
の
在
職
年
数
、
停
年
（
定
年
）
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文

「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
２
）│
勤
番
に
関
す
る
検
討
│
」
二
四
〜
二
六
ペ
ー
ジ

を
参
照
。

４１
「
遺
書
」
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度

（
１
）」
一
二
〜
一
三
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
、
残
存
し
て
い
る
「
遺
書
」
は
一
八
世
紀

半
ば
〜
一
九
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
頃
か
ら
、
そ
し
て
ど
れ
く

ら
い
徹
底
し
て
実
施
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
残
存
し
て
い
る
「
遺
書
」

を
見
る
限
り
、「
遺
書
」
の
提
出
は
支
配
役
退
役
者
や
自
分
家
業
の
経
営
者
で
多
額
の

資
産
を
も
つ
重
代
別
家
が
目
立
つ
。

４２

大
黒
屋
で
は
明
治
一
四
年
一
二
月
に
職
階
の
一
部
変
更
を
決
め
て
、
同
一
五
年
一
月

か
ら
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
支
配
役
は
番
頭
（
の
ち
に
店
頭
）
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。

４３

勤
番
の
格
付
け
は
幕
末
頃
か
ら
見
ら
れ
、
勤
番
老
分
・
勤
番
頭
・
常
勤
番
・
准
勤
番

・
勤
番
助
役
な
ど
の
序
列
が
存
在
し
た
。
江
戸
期
は
役
儀
申
渡
し
の
際
に
「
勤
番
」

に
任
じ
ら
れ
て
も
、
実
際
に
は
勤
番
見
習
い
と
し
て
業
務
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
が
別
家
直
後
に
は
准
勤
番
を
申
渡
さ
れ
、
そ
の
後
勤
番
に
就
く
よ
う
に
な

る
の
は
、「
日
記
」
の
記
述
を
見
る
限
り
維
新
後
で
あ
る
。

４４

江
戸
期
の
京
勤
番
は
、
は
じ
め
大
黒
屋
の
持
家
に
住
ま
わ
せ
た
が
、
そ
の
後
、
京
店

近
く
に
借
家
さ
せ
て
京
店
へ
通
勤
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
慶
応
元
年
に
は
、

大
黒
屋
が
松
下
町
に
購
入
し
た
屋
敷
を
修
築
し
て
京
勤
番
の
家
族
を
そ
こ
に
住
ま
わ

せ
た
。
こ
の
家
は
「
松
下
町
勤
番
住
宅
」（「
日
記
」（
同
経
）
明
治
七
年
一
一
月
一
八

日
の
条
）
と
呼
ば
れ
、
明
治
期
に
も
維
持
さ
れ
た
。

４５
「
勝
手
勤
」
と
は
、
長
年
勤
番
を
務
め
て
老
年
に
至
っ
た
者
に
日
勤
の
務
め
を
免
除
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
勤
番
の
役
儀
（
Ⅳ
章
で
取
り
上
げ
た
「
勘
定
」
へ
の
立

会
や
重
要
案
件
の
協
議
な
ど
へ
の
参
加
）
は
こ
れ
ま
で
通
り
務
め
た
。

４６

こ
の
人
物
は
名
を
与
右
衛
門
と
い
い
、
江
戸
店
を
病
気
の
た
め
退
店
し
て
江
州
の
在

所
で
小
間
物
渡
世
を
行
な
っ
て
い
た
。
四
郎
兵
衛
の
名
跡
を
継
い
だ
後
も
、
江
州
辺

り
で
の
小
間
物
商
い
や
衣
類
の
悉
皆
を
生
業
と
し
た
。

４７

こ
の
時
、「
永
々
勤
労
之
為
賞
」
と
し
て
金
百
円
が
目
録
で
遣
わ
さ
れ
た
（『
日
記
』

（
府
資
）
明
治
一
七
年
二
月
二
二
日
の
条
）。

４８

与
惣
兵
衛
に
関
し
て
は
、「
三
代
に
も
相
勤
め
候
者
」（「
日
記
」（
府
資
）
明
治
一
〇

年
九
月
二
日
の
条
）
と
い
う
文
言
か
ら
重
代
別
家
の
三
代
目
と
見
ら
れ
る
が
、
初
代

・
二
代
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。

４９

大
黒
屋
庄
兵
衛
家
を
相
続
す
る
旨
が
申
渡
さ
れ
る
が
、
後
日
取
り
止
め
と
な
っ
た
。

５０
「
隠
居
」
と
は
退
職
を
意
味
し
、
隠
居
後
は
明
治
期
の
場
合
、
半
年
金
一
〇
円
の
隠
居

扶
持
が
与
え
ら
れ
た
。
大
正
七
年
の
「
店
員
規
定
」
に
は
、
六
〇
歳
の
二
月
で
「
養

老
金
ヲ
受
ケ
隠
居
」
と
あ
り
、
六
一
歳
で
隠
居
と
な
っ
た
与
惣
兵
衛
の
場
合
も
こ
れ

に
準
じ
た
扱
い
が
な
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
勤
番
と
し
て
の
勤
続
年
数
が
長

い
与
惣
兵
衛
に
賞
を
受
け
た
記
録
は
見
ら
れ
な
い
の
は
、「
日
記
」
の
欠
落
時
期
に
授

与
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

５１
「
日
記
」（
府
資
）
享
和
二
年
二
月
二
七
日
の
条
。

５２
「
遺
書
之
事
」（
宝
暦
一
一
歳

辛
巳
九
月
十
三
日
。
大
黒
屋
栄
寿
か
ら
大
黒
屋
三
郎

兵
衛
様
へ
宛
て
た
も
の
）（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家

文
書
」）

５３

永
年
勤
続
の
勤
番
に
対
す
る
賞
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
明
治
三
二
年
一
二
月
一
日

に
勤
番
二
五
年
勤
続
の
者
に
対
し
て
賞
金
三
百
円
を
授
与
す
る
こ
と
が
相
談
の
う
え

取
り
決
め
ら
れ
、
以
降
、
該
当
者
に
授
与
さ
れ
た
（「
日
記
」（
同
経
）
明
治
三
二
年

一
二
月
一
日
の
条
）。
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５４
「
日
記
」（
同
経
）
明
治
三
五
年
一
一
月
三
日
の
条
。
こ
の
表
彰
に
関
し
て
は
、
日
本

商
業
会
議
所
が
「
現
在
に
於
け
る
最
も
主
な
る
事
業
」
の
一
つ
に
「
店
員
の
奨
励
表

彰
」
を
あ
げ
、
こ
れ
は
「
商
店
店
員
奨
励
の
一
方
法
と
し
て
、
多
年
勤
続
せ
る
模
範

店
員
に
対
し
、
各
所
属
組
合
組
長
の
薦
告
に
依
り
、
本
所
会
頭
よ
り
善
行
表
彰
状
を

付
与
し
つ
つ
あ
り
。
恒
例
と
し
て
年
々
表
彰
式
を
挙
行
す
る
組
合
尠
か
ら
ず
、
本
所

よ
り
表
彰
状
を
付
与
す
る
者
毎
年
数
十
名
を
算
す
」（『
日
本
商
業
会
議
所
之
過
去
及

現
在
』
商
業
会
議
所
聯
合
会
編
輯
兼
発
行
、
大
正
三
年
。
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ

る
。
ま
た
、『
京
都
商
工
会
議
所
七
十
年
史
』
の
「
七
、
表
彰
」
の
箇
所
に
も
、「
本

所
単
独
の
も
の
は
毎
年
一
一
月
三
日
恒
例
に
よ
る
商
工
関
係
優
良
従
業
員
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
他
と
共
催
、
ま
た
は
他
の
団
体
の
申
出
で
に
よ
り
、
本
所
会
頭
の

表
彰
状
を
附
与
す
る
も
の
は
毎
年
数
件
乃
至
十
数
件
を
数
え
て
い
る
」（『
京
都
商
工

会
議
所
七
十
年
史
』
京
都
商
工
会
議
所
発
行
、
昭
和
二
七
年
。
九
八
ペ
ー
ジ
）
と
あ

る
。

５５

初
代
別
家
と
は
、
Ⅱ
章
２
節
で
述
べ
た
別
家
の
初
代
格
の
こ
と
で
あ
る
。
大
黒
屋
で

は
支
配
役
を
退
役
し
た
新
立
別
家
（＝

初
代
別
家
。
初
代
格
）
に
対
し
て
、
別
家
後

も
勤
番
と
し
て
勤
務
を
継
続
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。

５６

大
黒
屋
仁
右
衛
門
は
若
狭
小
浜
の
出
身
で
、
親
元
は
鍵
屋
の
屋
号
を
も
つ
商
家
で
あ

っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
大
黒
屋
で
は
勤
番
在
職
中
の
家
業
経
営
を
禁
じ
て
い
た
が
、

仁
右
衛
門
に
対
し
て
は
、
国
元
の
妻
子
が
商
売
す
る
こ
と
を
例
外
的
に
認
め
た
（「
日

記
」（
府
資
）
慶
応
元
年
九
月
二
五
日
の
条
）。

５７
「
京
都
商
家
文
書
」（
同
志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
）
の
中
の
「
日
記
」
明
治
五
年
二

月
一
八
日
の
条
。

５８
「
日
記
」（
府
資
）
慶
応
二
年
八
月
一
三
日
の
条
。

５９

藤
原
与
惣
兵
衛
に
は
一
人
娘
が
い
た
が
す
で
に
病
死
し
て
い
た
た
め
、
清
七
の
妻
に

ね

は
与
惣
兵
衛
の
姪
に
あ
た
る
「
よ
祢
」
を
迎
え
た
。

６０

明
治
元
年
・
二
年
頃
の
「
日
記
」
は
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
入
店
時
期
は
不
明
。

６１

明
治
初
期
に
は
東
京
石
町
店
に
二
名
、
東
京
本
所
店
に
二
名
の
勤
番
が
配
属
さ
れ
て

い
た
が
、
本
所
店
の
閉
店
後
は
、
石
町
店
の
勤
番
（
東
京
勤
番
）
が
三
、
四
名
に
増

員
さ
れ
た
。

６２

江
戸
（
東
京
）
に
石
町
店
・
本
所
店
の
二
店
舗
を
設
け
て
い
た
江
戸
期
〜
明
治
初
期

に
は
、
各
店
舗
に
二
名
の
勤
番
を
配
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
半
年
交
代
で
出
勤
（
配
属

店
舗
に
常
駐
し
職
務
を
遂
行
）
と
休
息
（
在
所
│
大
部
分
が
江
州
│
で
の
休
息
）
を

定
期
的
に
繰
り
返
す
勤
務
形
態
が
と
ら
れ
た
。

６３

明
治
後
期
に
な
る
と
、
在
所
（
滋
賀
県
）
か
ら
家
族
を
伴
っ
て
東
京
へ
転
居
す
る
者

が
出
て
く
る
。

６４

新
八
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
「
初
登
」
を
済
ま
せ
、「
二
度
登
」
は
不
明
だ

が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
は
「
三
度
登
」
も
済
ま
せ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

６５
「
日
記
」（
同
志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
「
京
都
商
家
文
書
」
整
理
番
号
８１
）
に
は
、

明
治
四
年
二
月
一
八
日
の
条
に
「
大
新
八
」
の
名
が
見
え
る
。

６６
「
日
記
」（
前
掲
「
京
都
商
家
文
書
」
整
理
番
号
８１
）
の
明
治
五
年
二
月
二
二
日
の
条

に
、「
大
新
八
、
因
願
今
般
小
兵
衛
と
改
名
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

６７
「
日
記
」（
府
資
）
嘉
永
五
年
一
二
月
八
日
の
条
に
は
、
徳
村
金
右
衛
門
が
京
勤
番
頭

（＝

勤
番
筆
頭
）
と
し
て
、
幼
少
で
家
督
を
相
続
し
た
大
黒
屋
八
代
当
主
杉
浦
三
郎
兵

と
し
つ
ね

ひ
と
し
お

衛
利
用
を
後
見
し
、
大
黒
屋
の
経
営
に
尽
力
し
た
こ
と
を
「
一
入
勤
功
」
と
称
え
て

い
る
。

６８

江
州
出
身
者
の
多
い
大
黒
屋
で
は
、
京
勤
番
に
任
じ
ら
れ
る
と
京
店
近
く
の
借
家
、

あ
る
い
は
勤
番
住
宅
か
ら
店
へ
日
勤
し
た
。「
国
隠
居
」
は
、「
隠
居
」
と
な
っ
た
者

が
京
の
住
居
を
引
払
っ
て
在
所
に
戻
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

６９
「
日
記
」（
府
資
）
明
治
六
年
一
〇
月
一
三
日
の
条
。

７０

江
戸
期
に
は
、
支
配
役
退
役
者
は
別
家
を
許
さ
れ
て
宿
持
ち
（
店
外
居
住
）
と
な
っ

た
か
ら
、
別
家
と
な
る
こ
と
は
「
宿
持
ち
」
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

明
治
期
に
は
支
配
役
（＝

番
頭
・
店
頭
）
を
退
役
し
て
も
准
勤
番
の
間
は
住
込
み
の

状
態
で
勤
務
し
、
規
定
の
期
間
（
三
年
間
。
実
質
二
年
）
が
過
ぎ
る
と
「
宿
這
入
り
」

（＝

店
外
居
住
）
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
明
治
期
の
別
家
年
齢
の
若
年
化
と
も
関
係
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
植
田
知
子
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
│
明

治
期
に
お
け
る
変
化
と
そ
の
要
因
│
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究

所
）
第
四
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
五
月
。
一
一
〜
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

７１

植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
２
）│
勤
番
に
関
す
る
検

討
│
」
二
六
〜
三
〇
ペ
ー
ジ
。
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７２
「
金
銀
銭
改
め
」
は
、
毎
年
二
月
一
日
と
八
月
一
日
の
実
施
が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
江

戸
期
の
場
合
、
一
月
の
後
に
「
閏
一
月
」
が
あ
る
年
は
閏
一
月
一
日
に
、
七
月
の
後

に
閏
七
月
が
あ
る
年
は
閏
七
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
。

７３

東
京
店
の
勘
定
目
録
は
一
時
期
郵
便
で
京
都
店
に
送
付
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
一
五

年
四
月
半
ば
よ
り
勤
番
の
交
代
時
に
持
ち
登
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。（「
日
記
」（
府

資
）
明
治
一
五
年
四
月
二
四
日
の
条
）。

７４
「
日
記
」（
同
経
）
明
治
二
五
年
一
一
月
一
〇
日
の
条
。

７５

九
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
貞
は
、
明
治
八
年
九
月
に
上
京
総
区
長
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
一

二
年
郡
区
町
村
編
成
法
に
よ
る
上
京
区
長
に
就
任
。
同
二
二
年
四
月
辞
職
。

７６

前
掲
、
大
正
七
年
八
月
一
日
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」。

７７

大
正
九
年
二
月
一
日
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」（
出
所：

京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵

「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
４３６
）
の
第
八
條
に
別
家
の
規
定
が
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
こ

れ
が
別
家
制
度
の
存
続
を
確
認
で
き
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
店
員
規

定
は
大
正
七
年
の
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」
を
改
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

７８
「
登
り
」
の
制
度
に
つ
い
て
は
注
２９
を
参
照
。
な
お
、
大
正
七
年
の
「
店
員
規
定
」
で

は
、
正
店
員
（
第
五
條
第
一
項
）
と
准
通
勤
（
第
九
條
第
一
項
）
の
者
に
往
復
一
五

日
間
の
郷
里
へ
の
帰
省
が
許
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
「
登
り
」
の
制
度
が
休
暇
の
色

合
い
を
強
め
た
こ
と
が
窺
え
る
。

７９

等
級
は
給
与
の
等
級
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
等
級
の
付
い
て
い
な
い
准
店
員
に

は
見
習
店
員
同
様
に
年
二
回
仕
着
せ
が
与
え
ら
れ
た
ほ
か
、「
毎
月
規
定
ノ
手
当
ヲ
給

シ
、
尚
毎
年
二
回
決
算
期
ニ
慰
労
金
ヲ
受
ク
」（「
店
員
規
定
」
第
四
條
第
三
項
）
と

あ
り
、
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
役
の
う
ち
顧
問
・
支
配
・
東
京
支
店

長
に
は
「
特
別
待
遇
」
と
し
て
一
等
の
俸
給
が
支
払
わ
れ
た
（「
店
員
規
定
」
第
二
十

一
條
第
一
項
）

８０

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
植
田
、
前
掲
論
文
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
雇
用
と
昇

進
│
江
戸
後
期
〜
明
治
初
期
│
」
二
六
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

８１

前
掲
、
大
正
九
年
二
月
一
日
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」
で
は
、「
退
隠
」
の
年
齢
を
五

〇
歳
二
月
に
変
更
し
て
い
る
。

８２

大
黒
屋
の
明
治
期
の
「
初
登
」
の
年
齢
は
、
明
治
三
三
年
頃
ま
で
は
二
一
歳
頃
で
あ

っ
た
。（
植
田
、
前
掲
論
文
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
│
明
治
期
に
お
け
る
変
化
と

そ
の
要
因
│
」
八
ペ
ー
ジ
）。

８３

同
右
。

８４

遠
藤
弥
作
と
杉
浦
栄
の
婚
義
は
、
明
治
三
四
年
六
月
一
二
日
に
九
代
杉
浦
三
郎
兵
衛

利
貞
が
死
去
し
た
た
め
、
一
年
間
は
忌
服
中
と
い
う
こ
と
で
慶
賀
の
儀
は
翌
年
に
延

期
さ
れ
た
。

８５

杉
浦
家
は
、
大
黒
屋
四
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
喬
（
法
名
、
宗
仲
）
が
幼
少
時
に
石
田

梅
岩
に
師
事
し
て
心
学
を
学
び
、
梅
岩
没
後
は
富
岡
以
直
に
つ
い
て
心
学
の
修
行
を

続
け
た
。
杉
浦
家
で
は
四
代
以
降
、
代
々
当
主
は
心
学
を
修
め
、
そ
の
教
え
は
杉
浦

家
の
家
則
に
も
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
遠
藤
家
と
の
関
係
も
心
学
に
よ
る
も
の
と
見

ま
さ
か
ど

ら
れ
、
そ
の
繋
が
り
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
石
田
梅
岩
の
門
人
斎
藤
全
門

ま
さ
た
か

ま
さ
と
も

（
通
称
、
近
江
屋
仁
兵
衛
）
に
は
長
男
全
孝
と
次
男
全
交
が
い
た
が
、
長
男
全
孝
は
家

を
継
い
で
近
江
屋
仁
兵
衛
を
襲
名
し
、
次
男
全
交
は
遠
藤
氏
の
嗣
子
と
な
り
六
代
目

遠
藤
弥
三
郎
（
の
ち
理
助
と
改
め
る
。
寛
政
七
年
六
四
歳
没
）
と
な
っ
た
。
遠
藤
家

は
近
江
の
出
で
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
京
に
出
て
家
業
を
お
こ
し
、
平
野
屋

を
屋
号
と
し
て
呉
服
染
悉
染
業
を
営
ん
で
い
た
。
全
交
が
梅
岩
に
学
び
、
の
ち
富
岡

以
直
に
師
事
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
杉
浦
宗
仲
と
の
接
点
が
認
め
ら
れ
、
心
学
を
介
し

て
杉
浦
家
と
遠
藤
家
の
親
密
な
交
際
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
杉

浦
栄
と
結
婚
し
た
遠
藤
弥
作
は
、
遠
藤
家
一
一
代
当
主
弥
三
郎
の
弟
鷦
蔵
（
の
ち
の

弥
作
）
で
、
幼
少
期
に
大
黒
屋
に
奉
公
に
あ
が
り
商
人
と
し
て
の
修
業
を
積
ん
だ
。

８６

福
原
四
郎
兵
衛
の
次
男
為
次
郎
は
、
明
治
四
年
二
歳
の
時
、
杉
浦
貞
蔵
の
養
子
と
な

る
。
同
五
年
三
月
杉
浦
貞
蔵
が
内
海
姓
に
改
姓
し
た
の
に
伴
い
、
為
次
郎
は
内
海
貞

蔵
に
改
姓
改
名
。
そ
の
後
、
清
蔵
が
病
没
し
た
た
め
貞
蔵
は
家
督
を
相
続
し
、
杉
浦

家
所
有
の
修
学
院
別
荘
の
戸
主
と
な
る
。
修
学
院
別
荘
に
つ
い
て
は
、
植
田
知
子

「
商
家
に
お
け
る
女
子
奉
公
人
と
「
奥
」
の
管
理
│
明
治
初
期
の
事
例
か
ら
」『
社
会

科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
六
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
。
を
参
照

さ
れ
た
い
。

８７

前
掲
『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

８８

前
掲
、
第
三
二
回
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』。

８９

二
代
目
友
岡
小
兵
衛
は
明
治
九
年
一
二
月
二
八
日
没
（「
日
記
」（
府
資
）
明
治
九
年

一
二
月
三
〇
日
の
条
）、
三
代
目
友
岡
小
兵
衛
（
法
名
、
笠
山
直
心
居
士
）
は
、
明
治
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四
四
年
一
一
月
一
六
日
没
（「
日
記
」（
同
経
）
明
治
四
四
年
一
二
月
二
二
日
の
条
）

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
二
代
目
と
三
代
目
の
関
係
（
実
子
も
し
く
は
養
子
）
に
つ
い

て
は
今
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。

９０

前
掲
『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

９１

前
掲
『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
で
は
、
昭
和
八
年
専

務
水
野
氏
退
任
と
共
に
常
務
友
岡
新
蔵
氏
が
取
締
役
社
長
に
就
任
し
た
と
あ
る
が
、

昭
和
六
年
刊
行
の
第
三
五
版
『
銀
行
会
社
要
録

附
役
員
録
』（
㈱
東
京
興
信
所
）
で

は
、
友
岡
氏
は
す
で
に
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
（
東
京
府
会
社
二
五
〇
ペ
ー

ジ
）。

９２

前
掲
『
大
日
本
織
物
二
千
六
百
年
史
』
下
巻
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

９３

第
一
二
版
『
人
事
興
信
録
』
下
、
㈱
人
事
興
信
所
、
昭
和
一
四
年
一
〇
月
刊
行
。
友

岡
新
蔵
の
項
。

９４

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
『
会
社
職
員
録
』
非
上
場
会
社
、
一
九
七
〇
年
版
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

社
。
六
六
一
ペ
ー
ジ
。

９５

第
三
九
版
『
銀
行
会
社
要
録

附
役
員
録
』
昭
和
一
〇
年
刊
行
、
㈱
東
京
興
信
所
。

東
京
府
会
社
三
二
四
ペ
ー
ジ
。

９６

植
田
、
前
掲
論
文
「
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
│
明
治
期
に
お
け
る
変
化
と
そ
の
要

因
」
七
ペ
ー
ジ
。

９７
『
明
治
大
正
期

商
工
資
産
信
用
録
』
第
Ⅰ
期
第
一
一
巻
、
大
正
一
〇
年
（
上
）、
ク

ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。
八
五
ペ
ー
ジ
。
お
よ
び
、
第
Ⅰ
期
第
一
三

巻
、
大
正
一
四
年
（
上
）、
九
八
ペ
ー
ジ
。

９８

前
掲
、『
明
治
大
正
期

商
工
資
産
信
用
録
』
第
Ⅰ
期
第
一
三
巻
、
大
正
一
四
年

（
上
）、
九
八
ペ
ー
ジ
。

９９

第
一
一
版
『
人
事
興
信
録
』
上
、
昭
和
一
二
年
三
月
刊
行
、
第
一
二
版
『
人
事
興
信

録
』
上
、
昭
和
一
四
年
一
〇
月
刊
行
、
第
一
三
版
『
人
事
興
信
録
』
上
、
昭
和
一
六

年
一
〇
月
刊
行
。

１００

第
一
四
版
『
人
事
興
信
録
』
上
、
昭
和
一
八
年
一
〇
月
刊
行
。

１０１

例
え
ば
、
鴻
池
家
で
は
明
治
一
〇
年
第
十
三
国
立
銀
行
を
設
立
し
た
後
、
一
二
年
に

分
家
・
別
家
を
廃
止
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
同
行
の
株
券
を
そ
れ
ぞ
れ
の
由
緒
に
応

じ
て
与
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
下
村
家
（
大
丸
）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
（
出

所：

安
岡
重
明
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・
制
度
・
雇
用
』
晃
洋
書
房
、
一
九
九
八

年
二
月
、
三
三
九
、
三
四
一
ペ
ー
ジ
）。

１０２
「
御
歎
願
書
」（
出
所：

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」）。

１０３

藤
田
、
前
掲
論
文
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

１０４

前
掲
、
第
一
一
版
『
人
事
興
信
録
』
上
。

１０５

㈱
徳
泰
公
司
は
中
国
大
連
市
に
お
い
て
公
社
債
株
式
売
買
、
及
銭
紗
取
引
を
目
的
に

設
立
さ
れ
、
京
城
・
奉
天
・
安
東
な
ど
に
支
店
・
出
張
所
を
置
い
た
。
小
澤
福
三
郎

は
同
社
の
設
立
当
初
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
社
長
を
務
め
た
と
見
ら
れ
る
（
出
所：

『
銀

行
会
社
要
録

附
役
員
録
』
㈱
東
京
興
信
所
、
昭
和
四
年
刊
行
（
第
三
三
版
）〜
同
八

年
刊
行
（
第
三
七
版
））。
な
お
、「
株
式
会
社
徳
泰
公
司
」
の
設
立
に
至
る
経
緯
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
二
代
野
村
徳
七
は
大
正
九
年
三
月
に
「
満
蒙
証
券
株
式
会
社
」

（
資
本
金
五
百
万
円
、
本
社
大
阪
、
支
店
大
連
）
を
設
立
す
る
が
、
同
一
三
年
七
月
に

解
散
。
そ
の
地
盤
を
継
い
で
個
人
商
店
「
徳
泰
銭
荘
」（
店
主
、
後
の
野
村
合
名
専
務

理
事
山
内
貢
）
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
が
順
調
に
発
展
し
た
の
で
昭
和
三
年
に
「
株
式

会
社
徳
泰
公
司
」（
資
本
金
五
〇
万
円
、
大
連
）
と
改
め
た
。
徳
泰
公
司
は
長
ら
く
銀

及
び
有
価
証
券
の
売
買
に
従
事
し
て
相
当
な
業
績
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
を
母
体
に

し
て
昭
和
一
四
年
九
月
一
日
に
「
満
州
野
村
証
券
株
式
会
社
」（
資
本
金
国
幣
百
万
円

（
う
ち
払
込
七
五
万
円
））
が
設
立
さ
れ
た
。（
出
所：

『
野
村
証
券
株
式
会
社
四
〇
年

史
』
野
村
証
券
株
式
会
社
、
昭
和
四
一
年
。
七
八
ペ
ー
ジ
。）

１０６

第
一
九
版
『
人
事
興
信
録
』
下
、
昭
和
三
二
年
一
一
月
刊
行
。
広
瀬
英
利
の
大
卒
後

か
ら
大
三
㈱
の
取
締
役
に
就
任
す
る
ま
で
の
経
歴
は
、
大
蔵
省
理
財
局
・
日
本
鉱
業

経
理
部
・
日
産
近
海
機
船
会
計
課
長
を
経
て
、
昭
和
二
二
年
前
田
鉄
工
所
副
社
長
、

同
二
四
年
大
三
㈱
取
締
役
、
塚
本
商
店
相
談
役
で
あ
る
。
以
降
の
経
歴
は
略
す
。

１０７

同
右
。

１０８

昭
和
二
四
年
版
『
日
本
職
員
録
』
㈱
人
事
興
信
所
、
昭
和
二
四
年
八
月
発
行
。
会
社

二
〇
五
ペ
ー
ジ
。

１０９

昭
和
二
七
年
版
『
日
本
職
員
録
』
㈱
人
事
興
信
所
、
昭
和
二
七
年
七
月
発
行
。
会
社

二
八
三
ペ
ー
ジ
。

１１０
『
会
社
総
鑑
』
未
上
場
会
社
版
、
日
本
経
済
新
聞
社
。
一
九
六
一
年
以
降
を
使
用
。

１１１

前
掲
、『
会
社
総
鑑
』
未
上
場
会
社
版
。
一
九
六
一
年
以
降
を
使
用
。
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１１２

明
治
初
期
の
勤
番
の
経
営
姿
勢
に
保
守
的
・
退
嬰
的
な
部
分
が
見
ら
れ
る
の
は
、
店

主
の
公
職
就
任
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
既
述
（
注
７５
）
の
よ
う
に
、
大
黒
屋

九
代
当
主
杉
浦
利
貞
は
明
治
八
年
か
ら
上
京
惣
区
長
、
一
二
年
か
ら
二
二
年
四
月
ま

で
上
京
区
長
を
務
め
た
。
そ
の
た
め
同
一
二
年
に
は
職
務
上
の
規
則
に
従
っ
て
店
主

の
座
を
退
き
、
名
目
上
、
甥
の
利
挙
（
の
ち
の
一
〇
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
）
を
店
主
と

し
た
。
経
営
を
委
任
さ
れ
た
勤
番
と
し
て
も
、
公
職
在
職
中
の
店
主
の
立
場
を
配
慮

し
て
、
新
規
な
モ
ノ
や
コ
ト
に
は
慎
重
で
安
全
志
向
の
経
営
方
針
が
と
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

１１３

明
治
四
四
年
に
は
大
黒
屋
の
経
営
幹
部
が
朝
鮮
国
京
城
へ
商
法
や
景
況
の
視
察
に
赴

い
て
お
り
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
商
用
の
た
め
に
出
張
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
三

大
寺
正
八
や
友
岡
新
蔵
の
名
も
見
え
る
。
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